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１

議第95号

議
第
妬
号

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例（平成18年滋賀県条例第71号）の一

部を次のように改正する。

別表(69)の項中「）および」の右に「滋賀県公害防止条例の一部を改正する条例（平成19年滋

賀県条例第53号。以下この項において「改正条例」という。）ならびに」を加え、同項アを次の

ように改める。

ア次に掲げる事務（指定工場（水質に係る物質を排出するも

のに限る。以下この項において同じ。）に係るものに限る。）

Ｃ７）条例第１０条第１項の規定による設置の許可

㈹条例第14条第１項の規定による届出の受理

⑰条例第15条第１項の規定による構造等の変更の許可
②条例第16条の規定による届出の受理

㈱条例第17条第３項の規定による地位の承継の届出の受理

⑰条例第18条の規定による改善および停止の命令

㈱条例第19条の規定による設置の許可の取消し

砂）条例第20条の規定による操業の停止の命令

部
を
改
正
す
る
条
例
案

別表(69)の項イからクまでを削り、同項ケ中「第21条」を「第21条第１項」に改め、同項中ケ

をイとし、イの次に次のように加える。

卜置雰鰡鬘菫型項の規定による有害物質使用特定施設の設｜
別表(69)の項．中「第22条」の右に「および第２3条」を加え、同項中．をエとし、サを削り、

シをオとし、同項ス中「第25条第２項」を「第25条第３項」に改め、同項中スを力とし、セをキ

とし、ソをクとし、同項夕中「の規定」を「、第29条の２第１項および第29条の３第１項の規定」

に改め、同項中夕をケとし、ケの次に次のように加える。

．条例第29条の５の規定による調査の結果の報告の受理

サ条例第29条の６第１項の規定による通報の受理

シ条例第29条の６第２項の規定による応急の措置の命令

ス条例第29条の７第１項および第２項の規定による措置の命

令

セ条例第29条の８の規定による報告および調査の要請

ソ条例第29条の９第１項および第２項の規定による地下水浄



２

卜:騨夢燃鯛項において￥
別表(69)の項チから二までを次のように改める。

議
第
朋
号
滋
賀
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

チ条例第29条の９第５項（条例第50条の５第４項において準

用する場合を含む。）の規定による変更の勧告

ツ条例第29条の９第６項（条例第50条の５第４項において準

用する場合を含む。）の規定による進捗状況の報告の受理

テ条例第29条の10第１項から第３項までの規定による勧告

卜条例第29条の11の規定による公表および意見を述べる機会

の付与

ナ次に掲げる事務（ばい煙発生施設（工場に設置されるもの

を除く。以下この項において同じ。）に係るものに限る。）

仇条例第30条の規定による設置の届出の受理

（ｲ）条例第31条の規定による届出の受理

（功条例第32条の規定による構造等の変更の届出の受理

②条例第33条の規定による計画の変更および廃止の命令

鮒条例第34条第２項の規定による期間の短縮の措置

⑰条例第36条第１項の規定による改善および一時停止の命

令

㈲条例第37条の２第２項の規定による通報の受理

け）条例第37条の２第３項の規定による必要な措置の命令

二条例第49条第１項の規定による調査の結果の報告の受理

別表(69)の項ノ中「ネ」を「リ」に改め、同項中ノをルとし、同項ネ中「およびばい煙発生施

設」を「および有害物質保管移送施設、ばい煙発生施設ならびに指定有害物質使用地」に改め、

同項中ネをうとし、ラの次に次のように加える。

｜リ改正条例付則第2項および第３項の規定による届出の受理｜
別表(69)の項中ヌをヨとし、二の次に次のように加える。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

ヌ条例第49条第１項ただし書の規定による確認

ネ条例第49条第２項の規定による通知

ノ条例第49条第３項の規定による報告および是正の命令

ハ条例第50条第１項の規定による調査の結果の報告の受理

上条例第50条第１項ただし書の規定による確認

フ条例第50条第２項第１号の規定による調査の認定

へ条例第50条第３項の規定による届出の受理

ホ条例第50条第４項の規定による確認および結果の通知

マ条例第50条の２第１項の規定による土地の形質の変更の届

出の受理

ミ条例第50条の２第２項の規定による通知および計画の変更

の勧告

ム条例第50条の４第１項の規定による指定有害物質使用地台

帳の調製および保管

〆条例第50条の４第３項の規定による指定有害物質使用地台

帳の閲覧の請求の受理

モ条例第50条の５第１項および第２項の規定による土壌汚染

改善管理計画の作成の要求、

ヤ条例第50条の６第１項および第２項の規定による勧告

ユ条例第50条の７の規定による公表および意見を述べる機会



３
議
第
朋
号

｜の付与
付則

lこの条例は、平成20年８月１日から施行する。

２この条例の施行の際改正後の別表(69)の項に規定する事務に係る条例もしくは規則（以下

「条例等」という。）の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの

またはこの条例の施行の日前に条例等の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で、

同日以後においては大津市の長が管理し、および執行することとなる事務に係るものは、同日

以後における条例等の適用については、大津市の長がした処分その他の行為または大津市の長

に対してなされた申請その他の行為とみなす。

滋
賀
県
知
事
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
処
理
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



４

議第96号

議
第
朋
号
滋
賀
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
お
よ
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
等
の

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例等の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例等の一部を改正する条例

（滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正）

第1条滋賀県職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例（平成６年滋賀県条例第49号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「第９条第２項」を「第10条第２項」に改める。

（滋賀県職員等の給与に関する条例の一部改正）

第２条滋賀県職員等の給与に関する条例（昭和32年滋賀県条例第27号）の一部を次のように改

正する。

第１条中「第９条第２項」を「第10条第２項」に改める。

（滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例の一部改正）

第３条滋賀県公立学校職員の勤務時間、休日および休暇に関する条例（昭和33年滋賀県条例第

２０号）の一部を次のように改正する。‐

第２条中「第９条第２項」を「第10条第２項」に改める。

付則

この条例は、公布の日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



５

議第97号

議
第
Ｗ
号
滋
賀
県
税
条
例
の

滋賀県税条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県税条例の一部を改正する条例

滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部を次のように改正する。

第11条第２項中「４２０円」を「４４０円」に改める。

第17条第１項第７号中「第37条の11第１項」を「第37条の12の２第２項」に改め、同条第３項

中「第260条の２第１項の認可を受けた地縁による団体」を「第260条の２第７項に規定する認

可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律（平成６年法

律第106号）第７条の２第１項に規定する法人である政党等」に改める。

第17条の２の２を第17条の３とする。

第19条中「、寄附金控除額」を削る。

第21条第１号アの表中「第７条の15の11」を「第７条の15の８」に改める。

第21条の３中「前３条」を「第20条から前条まで」に改め、同条を第21条の４とする。

第21条の２中「前２条」を「前３条」に改め、同条を第21条の３とし、第21条の次に次の１条

を加える。

（寄附金税額控除）

第21条の２所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合

計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額および山林所得金額の合計額の１００分の

３０に相当する金額を超える場合には、当該１００分の30に相当する金額）が５，０００円を超える場

合には、その超える金額の100分の４に相当する金額（当該納税義務者が前年中に第１号に掲

げる寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が５，０００円を超える場合にあっては、当該１００

分の４に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。）

をその者の前２条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。この場合において、当該

控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の額に相当する金額とす

る。

（１）都道府県、市町村または特別区に対する寄附金（当該納税義務者がその寄附によって設け

られた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められる

ものを除く。）
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（２）社会福祉法（昭和26年法律第45号）第１１３条第２項に規定する共同募金会（その主たる事

務所を県内に有するものに限る。）に対する寄附金または日本赤十字社に対する寄附金（県

内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。）で施行令第７条

の17に定めるもの

２前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同項第１号に掲げる寄

附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た金額の５分の２に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の

前２条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該

１００分の10に相当する金額）とする。

（１）当該納税義務者が第20条第２項に規定する課税総所得金額（以下この項において「課税総

所得金額」という。）を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納税義務者に係

る前条第１号アに掲げる金額（以下この項において「人的控除差調整額」という。）を控除

した金額が零以上であるとき当該控除後の金額について、次の表の左欄に掲げる金額の区

分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合
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(2)当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において、当該課税総所得金額から当該納

税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであって、当該納税義務

者が第20条第２項に規定する課税山林所得金額（以下この項において「課税山林所得金額」

という。）および同条第２項に規定する課税退職所得金額（以下この項において「課税退職

所得金額」という。）を有しないとき100分の９０

(3)当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税

義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときまたは当該納税義務者が課

税総所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者が課税山林所得金額または課税退職

所得金額を有するとき次のアまたはイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアまたはイに

定める割合（アおよびイに掲げる場合のいずれにも該当するときは、当該アまたはイに定め

る割合のうちいずれか低い割合）

ア課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の５分の１に相当する金額１こつ

195万円以下の金額 100分の8５

195万円を超え３３０万円以下の金額 100分の8０

330万円を超え６９５万円以下の金額 100分の7０

695万円を超え９００万円以下の金額 100分の6７

900万円を超え１，８００万円以下の金額 100分の5７

1,800万円を超える金額 100分の5０
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いて、第１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

イ課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額について、第１号の表の左欄に

掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる割合

第27条第１項第５号中「第21条の３」を「第21条の４」に、「第３１４条の８第３項」を「第314

条の９第３項」に改める。

第29条第１項第１号エ中け」を「エ」とし、同号中エをオとし、同号ウ中「およびイ」を「か

らウまで」に改め、同号中ウをエとし、イの次に次のように加える。

ウー般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をい

う。以下この号および第３5条第１項第２号において同じ。）に該当するものを除く。）お

よび一般財団法人（非営利型法人に該当するものを除く。）

第35条第１項第２号および第３号を次のように改める。

（２）公益社団法人および公益財団法人ならびに一般社団法人（非営利型法人に該当するものに

限る。）および一般財団法人（非営利型法人に該当するものに限る。）

（３）地方自治法第260条の２第７項に規定する認可地縁団体

第36条の18第３項中「第37条の11の４第３項」を「第37条の11の４第２項」に改める。

第37条第１項第１号イ中「投資法人および」を「投資法人、」に、「ならびに」を「ならびに

一般社団法人（非営利型法人（法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下

この号において同じ。）に該当するものを除く。）および一般財団法人（非営利型法人に該当す

るものを除く。）ならびに」に改める。

第39条第11項中「第36条の２の４」を「第36条の２の３」に改める。

第39条の２第９項中「農林漁業金融公庫法（昭和27年法律第３５５号）第18条第１項もしくは第

１8条の２第１項（第１号に係る部分に限る。）」を「株式会社日本政策金融公庫法（平成19年法

律第57号）別表第１第８号もしくは第９号の下欄に掲げる資金の貸付け」に改める。

第39条の17第１項中「民法第34条の公益法人」を「公益社団法人または公益財団法人（以下こ

の条において「公益法人」という。）」に改める。

第39条の19第１項第３号中「同項の規定による認可を受けた場合」を「同条第７項に規定する

認可地縁団体」に、「認可を受けた地縁による団体」を「認可地縁団体」に改め、同項第５号中

「、更生保護法人または民法第34条の公益法人」を「もしくは更生保護法人（以下この号におい

て「宗教法人等」という。）」に改め、「を設立しようとする者」の右に「または公益社団法人

及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成18年法律第49号）第４条の認定（以下この号にお

いて「公益認定」という。）を受けようとする一般社団法人もしくは一般財団法人（当該一般社

団法人または一般財団法人を設立した日から公益認定を受けた日の前日までの期間が２年に満た

ない場合の当該設立をした日前においては、当該一般社団法人または一般財団法人を設立しよう

とする者）（以下この号においてこれらを「設立しようとする者等」という。）」を加え、「法

人の設立後」を「宗教法人等の設立後または公益認定を受けた後」に、「第４号の８」を「第４
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号の４まで、第４号の７から第４号の９」に、「当該法人が」を「当該宗教法人等または公益社

団法人もしくは公益財団法人が」に、「法人の設立の登記をした」を「宗教法人等の設立の登記

をし、または公益認定を受けた」に、「当該設立しようとする者」を「当該設立しようとする者

等」に改める。

第40条の２第２項中「民法」の右に「（明治29年法律第89号）」を加える。

第41条の２中「財団法人日本体育協会」の右に「（昭和２年８月８日に財団法人大日本体育協

会という名称で設立された法人をいう。）」を加える。

第60条第１項第５号中「財団法人滋賀県交通安全協会」の右に「（昭和47年７月１日に財団法

人滋賀県交通安全協会という名称で設立された法人をいう。）」を加え、同項第６号中「社団法

人全国保健センター連合会」の右に「（昭和39年１月30日に社団法人母子健康センター連合会と

いう名称で設立された法人をいう。）」を加える。

第142条の３第１項中「に掲げる」を「または第４号に掲げる」に改める。

付則第４条の２第１項第２号中「第21条の２」を「第21条の３」に、「および付則第５条の４

第１項」を「、付則第５条の４第１項および付則第５条の５」に改め、同項第３号中「法第３１４

条の６、法第３１４条の７、法附則第５条第３項および法附則第５条の４第６項」を「第３１４条の

６から第３１４条の８まで、附則第５条第３項、附則第５条の４第６項および附則第５条の５第２

項」に改め、同条第２項中「第21条の３」を「第21条の４」に、「前３条」を「前条まで」に、

「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に改め、同条を付則第４条の２の２

とし、付則第４条の次に次の１条を加える.

（公益法人等に係る県民税の課税の特例）

第４条の２当分の間、租税特別措置法第40条第３項後段（同条第６項から第９項までの規定に

よりみなして適用する場合を含む。）の規定の適用を受けた同条第３項に規定する公益法人等

（同条第６項から第９項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含

む。）を同条第３項に規定する贈与または遺贈を行った個人とみなして、施行令附則第３条の

２の３第１項に定めるところにより、これに同法第40条第３項に規定する財産（同条第６項か

ら第９項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。）に係る山林所得

の金額、譲渡所得の金額または雑所得の金額に係る県民税の所得割を課する。

付則第５条第２項中「第21条の３」の右に「および第２1条の４」を加え、「同条」を「第21条

の３」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、第21条の４中「前条まで」と

あるのは「前条までおよび付則第５条第１項」とする」に改める。

付則第５条の２を削り、付則第５条の２の２を付則第５条の２とする。

付則第５条の３を次のように改める。

第５条の３削除

付則第５条の４第１項第２号イ中「租税特別措置法」の右に「第８条の４第１項（所得税法等

の一部を改正する法律（平成20年法律第23号。以下この項において「平成20年所得税法等改正法」
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という。）附則第32条第１項の規定により適用される場合を含む。）、」を加え、「同法第37条

の11第１項」を「平成20年所得税法等改正法附則第43条第２項」に改め、同号ウ中「第10条の７」

を「第10条の６」に改め、同条第２項中「第21条の３」の右に「および第２1条の４」を加え、「同

条」を「第21条の３」に、「あるのは、」を「あるのは」に、「とする」を「と、第21条の４中

「前条まで」とあるのは「前条までおよび付則第５条の４第１項」とする」に改め、同条第３項

中「総務省令で」を「施行規則附則第２条の６に」に改め、同条第６項を削り、同条の次に次の

１条を加える。

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第５条の５第21条の２の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者が、同条第２項第２

号もしくは第３号に掲げる場合に該当する場合または第２0条第２項に規定する課税総所得金額、

課税退職所得金額および課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中

の所得について、付則第11条の５第１項、付則第12条第１項、付則第１３条第１項、付則第14条

第１項、付則第14条の２第１項または付則第１４条の４第１項の規定の適用を受けるときは、第

２１条の２第２項に規定する特例控除額は、同項第２号および第３号の規定にかかわらず、当該

納税義務者が前年中に支出した同条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち５，０００円

を超える金額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に掲

げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得

た金額の５分の２に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第20条および第２1条の規定を

適用した場合の所得割の額の１００分の10に相当する金額を超えるときは、当該１００分の10に相

当する金額）とする。

（１）第20条第２項に規定する課税山林所得金額を有する場合当該課税山林所得金額の５分の

１に相当する金額について、第21条の２第２項第１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に掲げる割合

（２）第20条第２項に規定する課税退職所得金額を有する場合当該課税退職所得金額について、

第21条の２第２項第１号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る割合

（３）前年中の所得について付則第12条第１項の規定の適用を受ける場合１００分の５０

（４）前年中の所得について付則第14条第１項の規定の適用を受ける場合１００分の６０

（５）前年中の所得について付則第11条の５第１項、付則第13条第１項、付則第14条の２第１項

または付則第14条の４第１項の規定の適用を受ける場合１００分の７５

付則第６条第１項中「平成21年度」を「平成24年度」に、「免税対象飼育牛である場合」を

「免税対象飼育牛（次項において「免税対象飼育牛」という。）である場合（その売却した肉用

牛の頭数の合計が2,000頭以内である場合に限る。）」に改め、同条第２項中「同項に規定する」

を削り、「が含まれている」を「または免税対象飼育牛に該当する,肉用牛の頭数の合計が２，０００

頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に、「第21条の２まで、付
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則第５条第１項および前条第１項の規定にかかわらず」を「第21条の３まで、付則第５条第１項、

付則第５条の４第１項および前条の規定にかかわらず」に改め、同項第２号中「第21条の２」を

「第21条の３」に、「および前条第１項」を「、付則第５条の４第１項および前条」に改め、同

条第３項中「第21条の３」を「第21条の４」に、「付則第４条の２第１項の」を「付則第４条の

２の２第１項の」に、「前３条」を「前条まで」に、「付則第４条の２第１項第２号」を「付則

第４条の２の２第１項第２号」に、「付則第５条の４第１項」を「付則第５条の５」に改め、同

条第４項中「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に、「法附則第５条の４

第６項」を「附則第５条の５第２項」に、「法附則第６条第５項」を「附則第６条第５項」に改

める。

付則第８条第１項中「、水産業協同組合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人、

森林組合、森林組合連合会または民法第34条の社団法人で農業の振興を目的とするもの（社員の

全部が地方公共団体、農業協同組合または農業協同組合連合会であるものに限る。）が保管、生

産または加工の用に供する家屋」を「農林漁業経営の近代化または合理化のための農林漁業者の

共同利用に供する施設で施行令附則第７条第１項に定めるもの」に、「当該家屋」を「当該施設」

に改め、同条第24項中「附則第７条第30項」を「附則第７条第29項」に改め、同条第25項中「政

令で」を「施行令附則第７条第30項に」に改め、同条第26項中「（政令で」を「（施行令附則第

７条第31項に」に、「で政令で」を「で施行令附則第７条第32項に」に改め、同条第27項中「総

務省令で」を「施行規則附則第３条の２の25に」に改め、同条第28項中「民法第34条の法人」を

「公益社団法人または公益財団法人」に改め、同条に次の１項を加える。

３０公益社団法人または公益財団法人が文化財保護法第71条第１項に規定する重要無形文化財の

公演のための施設で施行令附則第７条第34項に定めるものの用に供する不動産で同項に定める

ものを取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定

については、当該取得が平成23年３月３１日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の２

分の１に相当する額を価格から控除する。

付則第10条の３第３項中「政令で」を「施行令附則第10条の２に」に、「値で総務省令で」を

「値で施行規則附則第５条の２第１項に」に、「もので総務省令で」を「もので施行規則附則第

５条の２第２項に」に改め、同条第４項第２号ア中「総務省令で定めるもの（」を「施行規則附

則第５条の２第４項に定めるもの（」に、「もので総務省令で」を「もので施行規貝Ⅱ附則第５条

の２第５項に」に改め、同号イ中「総務省令で定めるもの（」を「施行規則附則第５条の２第６

項に定めるもの（」に、「もので総務省令で」を「もので施行規則附則第５条の２第７項に」に

改め、同項第３号中「総務省令で」を「施行規則附則第５条の２第８項に」に改め、同条第５項

中「総務省令で」を「施行規則附則第５条の２第９項に」に改め、同条第６項中「附則第５条の

２第７項」を「附則第５条の２第10項」に改める。

付則第11条第９項第１号中「総務省令で定めるものに」を「施行規則附則第12条の２の２第５

項に定めるものに」に、「もので総務省令で」を「もので施行規則附則第12条の２の２第６項に」
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に改め、同項第２号中「総務省令で定めるものに」を「施行規則附則第12条の２の２第７項に定

めるものに」に、「もので総務省令で」を「もので施行規則附則第12条の２の２第８項に」に改

め、同項第３号中「軽油自動車で総務省令で」を「軽油自動車で施行規則附則第12条の２の２第

９項に」に、「総務省令で定めるものに」を「施行規則附則第12条の２の２第10項に定めるもの

に」に改める。

付則第11条の４の次に次の１条を加える。

（上場株式等に係る配当所得に係る県民税の課税の特例）

第11条の５当分の間、県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第８条の４第１

項に規定する上場株式等の配当等（以下この項および次項において「上場株式等の配当等」と

いう６）を有する場合において、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌年の４月

１日の属する年度分の県民税について当該上場株式等の配当等に係る配当所得につきこの項の

規定の適用を受けようとする旨の記載のある法第32条第13項に規定する申告書を提出したとき

は、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、第18条第１項および第２項ならびに

第２0条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等に係る配当

所得の金額（以下この項において「上場株式等に係る配当所得の金額」という。）に対し、上

場株式等に係る課税配当所得の金額（上場株式等に係る配当所得の金額（第３項第１号の規定

により読み替えて適用される第19条の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をい

う。）の１００分の２に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、付則第５条第１項の規定は、適用しない。

２県民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき上場株式等の配当等に係る配当所

得の金額について第18条および第２0条の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年

中に支払を受けるべき他の上場株式等の配当等に係る配当所得については、前項の規定は、適

用しない。

３第１項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（１）第19条の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあるのは、「総所得金額、付則

第11条の５第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」とする。

（２）第21条から第21条の４まで、付則第５条第１項、付則第５条の４第１項および付則第５条

の５の規定の適用については、第21条、第21条の２第１項前段、第21条の３および第２1条の

４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第11条の５第１項の規定による県民

税の所得割の額」と、第21条の２第１項後段および第２項中「所得割の額」とあるのは「所

得害Ｉの額および付則第11条の５第１項の規定による県民税の所得害ﾘの額の合計額」と、付則

第５条第１項中「配当等に係るもの」とあるのは「配当等に係るものおよび付則第11条の５

第１項に規定する上場株式等の配当等に係る配当所得（同項の規定の適用を受けようとする

ものに限る。）」と、同項および付則第５条の４第１項中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額ならびに付則第11条の５第１項の規定による県民税の所得割の額」と、付則第５条第

部
を
改
正
す
る
条
例
案



1２

議
第
Ｗ
号

１項各号中「課税総所得金額」とあるのは「課税総所得金額および付則第11条の５第１項に

規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額の合計額」と、付則第５条の５中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第11条の５第１項の規定による県民税の所得割の

額の合計額」とする。

（３）付則第４条の２の２第１項の規定の適用については、同項中「適用した場合の所得割の額」

．とあるのは「適用した場合の所得割の額ならびに付則第11条の５第１項の規定による県民税

の所得割の額」と、同項第１号中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額ならびに付則

第11条の５第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項第２号中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第11条の５第１項の規定による県民税の所得割

の額」と、同項第３号中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに法附則第33条の２

第５項の規定による市町民税の所得割の額」とする。

付則第12条第３項第３号中「第21条の３」を「第21条の４」に、「および付則第５条の４第１

項」を「、付則第５条の４第１項および付則第５条の５」に、「これらの規定」を「第21条、第

21条の２第１項前段、第21条の３および第２1条の４」に改め、「の所得割の額」と」の右に「、

第21条の２第１項後段および第２項中「所得割の額」とあるのは「所得害Ｉの額および付則第12条

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第５条第１項および付則第５条の４

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第12条第１項の規定による県民税

の所得割の額」と」を、「合計額」と」の右に「、付則第５条の５中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額ならびに付則第12条第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、

同項第４号中「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に改める。

付則第13条第３項第３号中「第21条の３」を「第21条の４」に、「および付則第５条の４第１

項」を「、付則第５条の４第１項および付則第５条の５」に、「これらの規定」を「第21条、第

21条の２第１項前段、第21条の３および第２1条の４」に改め、「の所得割の額」と」の右に「、

第21条の２第１項後段および第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第13条

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第５条第１項および付則第５条の４

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第13条第１項の規定による県民税

の所得割の額」と」を、「合計額」と」の右に「、付則第５条の５中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額ならびに付則第13条第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、

同項第４号中「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に改める。

付則第14条第４項第３号中「第21条の３」を「第21条の４」に、「および付則第５条の４第１

項」を「、付則第５条の４第１項および付則第５条の５」に、「これらの規定」を「第21条、第

21条の２第１項前段、第21条の３および第２1条の４」に改め、「の所得割の額」と」の右に「、

第21条の２第１項後段および第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条

第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第５条第１項および付則第５条の４

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条第１項の規定による県民税
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の所得割の額」と」を、「合計額」と」の右に「、付則第５条の５中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額ならびに付則第14条第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、

同項第４号中「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に改める。

付則第14条の２第１項中「および付則第14条の２の３第１項」を削り、同条第４項第３号中

「第21条の３」を「第21条の４」に、「および付則第５条の４第１項」を「、付則第５条の４第

１項および付則第５条の５」に、「これらの規定」を「第21条、第21条の２第１項前段、第21条

の３および第２1条の４」に改め、「の所得割の額」と」の右に「、第21条の２第１項後段および

第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の２第１項の規定による県民

税の所得割の額の合計額」と、付則第５条第１項および付則第５条の４第１項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の２第１項の規定による県民税の所得割の額」と」

を、「合計額」と」の右に「、付則第５条の５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならび

に付則第14条の２第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、同項第４号中

「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に改める。

付則第14条の２の２第１項中「および次条第１項」を削り、同条第２項中「特定管理口座）」

を「特定管理口座。以下この項において「特定管理口座」という。）に係る同条第１項に規定す

る振替口座簿（付則第14条の２の４第１項において「振替口座簿」という。）に記載もしくは記

録がされ、または特定管理口座」に改め、「、次条第１項」を削り、同条第４項を削る。

付則第14条の２の３を次のように改める。

第14条の２の３削除

付則第14条の２の４第１項中「同条第１項に規定する」を削り、「されている」の右に「同条

第２項に規定する」を加え、同条第２項中「信用取引（金融商品取引法第156条の24第１項に規

定する信用取引をいう。）または発行日取引（所得税法第２条第１項第17号に規定する有価証券

が発行される前にその有価証券の売買を行う取引であって施行規則附則第15条の３に規定するも

のをいう。）」を「租税特別措置法第37条の11の３第２項に規定する信用取引等」に、「租税特

別措置法第37条の11の３第３項第３号」を「同条第３項第３号」に改め、「基づき」の右に「同

条第２項に規定する」を加え、同条第３項を削る。

付則第14条の２の５の見出し中「譲渡損失の」の右に「損益通算および」を加え、同条第３項

および第４項を削り、同条第２項中「のうち租税特別措置法第37条の''第１項各号に掲げる上場

株式等の譲渡（同法第32条第２項の規定に該当するものを除く。）」を削り、「附則第18条の５

第２項」を「附則第18条の５第５項」に、「附則第18条の５第３項」を「附則第18条の５第６項」

に、「金額を」を「金額（第１項の規定の適用を受けて控除されたものを除く。）を」に改め、

同項を同条第５項とし、同条第１項中「附則第35条の２の６第４項」を「附則第35条の２の６第

８項」に、「附則第18条の５第１項」を「附則第18条の５第４項」に、「を限度として」を「お

よび付則第11条の５第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額（第１項の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額。以下この項において同じ。）を限度として」に、「の計算上」
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を「および上場株式等に係る配当所得の金額の計算上」に改め、同項を同条第４項とし、同条に

第１項から第３項までとして次の３項を加える。

県民税の所得割の納税義務者の平成22年度分以後の各年度分の上場株式等に係る譲渡損失の

金額は、当該上場株式等に係る譲渡損失の金額の生じた年の末日の属する年度の翌年度の県民

税について上場株式等に係る譲渡損失の金額の控除に関する事項を記載した法第45条の２第１

項の規定による申告書を提出した場合（市町長においてやむを得ない事情があると認める場合

には、当該申告書をその提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出し

た場合を含む。）に限り、付則第14条の２第１項後段の規定にかかわらず、当該納税義務者の

付則第11条の５第１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額を限度として、当該上場株

式等に係る配当所得の金額の計算上控除する。

２前項に規定する上場株式等に係る譲渡損失の金額とは、当該県民税の所得割の納税義務者が、

租税特別措置法第37条の11の３第２項に規定する上場株式等の譲渡のうち同法第37条の12の２

第２項各号に掲げる上場株式等の譲渡（同法第32条第２項の規定に該当するものを除く。第５

項において「上場株式等の譲渡」という。）をしたことにより生じた損失の金額として施行令

附則第18条の５第１項に定めるところにより計算した金額のうち、当該納税義務者の当該譲渡

をした年の末日の属する年度の翌年度の県民税に係る付則第14条の２第１項に規定する株式等

に係る譲渡所得等の金額の計算上控除してもなお控除しきれない部分の金額として施行令附則

第18条の５第２項に定めるところにより計算した金額をいう。

３第１項の規定の適用がある場合における付則第11条の５の規定の適用については、同条第１

項中「配当所得の金額（以下」とあるのは、「配当所得の金額（付則第14条の２の６第１項の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額。以下」とする。

付則第14条の２の５に次の１項を加える。

６第４項の規定の適用がある場合における付則第11条の５第１項および第２項ならびに付則第

１４条の２第１項から第３項までの規定の適用については、付則第11条の５第１項中「配当所得

の金額（以下」とあるのは「配当所得の金額（付則第14条の２の６第４項の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額。以下」と、付則第14条の２第１項中「計算した金額（」とある

のは「計算した金額（付則第14条の２の６第４項の規定の適用がある場合には、その適用後の

金額とし、」とする。

付則第14条の２の５を付則第14条の２の６とし、付則第14条の２の４の次に次の1条を加える。

（源泉徴収選択口座内配当等に係る県民税の所得計算および特別徴収等の特例）

第14条の２の５県民税の所得割の納税義務者が支払を受ける租税特別措置法第37条の11の６第

１項に規定する源泉徴収選択口座内配当等（以下この条において「源泉徴収選択口座内配当等」

という。）については、施行令附則第18条の４の２第１項に定めるところにより、当該源泉徴

収選択口座内配当等に係る配当所得の金額と当該源泉徴収選択口座内配当等以外の配当等（所

得税法第24条第１項に規定する配当等をいう。）に係る配当所得の金額とを区分して、これら
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の金額を計算するものとする。

２租税特別措置法第37条の11の４第１項に規定する源泉徴収選択口座（以下この条において「源

泉徴収選択口座」という。）が開設されている第36条の12第１項に規定する特別徴収義務者が、

源泉徴収選択口座内配当等につき、同条第２項の規定に基づき県民税の配当割を徴収する場合

における第17条第１項第６号、第36条の12第１項および第36条の13の規定の適用については、

第17条第１項第６号および第３6条の12第１項中「受けるべき日」とあるのは「受けるべき日の

属する年の１月１日」と、第36条の13中「属する月の翌月10日」とあるのは「属する年の翌年

１月１０日（施行令附則第18条の４の２第２項において準用する施行令附則第９条の20第１項に

定める場合にあっては、同項に定める日）」とする。

３前項の特別徴収義務者が県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口座

内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉

徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座につき次の各号に掲げる金額があるときは、当

該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の配当割の額は、施行令附則

第１８条の４の２第４項に定めるところにより、その年中に交付をした源泉徴収選択口座内配当

等の額の総額から当該各号に掲げる金額の合計額を控除した残額を当該源泉徴収選択口座内配

当等に係る特定配当等の額とみなして第36条の９の規定を適用して計算した金額とする。

（１）その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る前条第１項に規定する特定口座内保管上場株

式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保管上場株式等の譲渡に

よる事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として

施行令附則第18条の４の２第６項に定める金額

（２）その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された第17条第１項第７号に規定する差金

決済に係る前条第２項に規定する信用取引等に係る上場株式等の譲渡につき同項の規定によ

り計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事業所得の金額および雑所得の

金額の計算上生じた損失の金額として施行令附則第18条の４の２第７項に定める金額

４前項の場合において、当該県民税の配当割の納税義務者に対して支払われる源泉徴収選択口

座内配当等について、その年中に同項の特別徴収義務者が当該源泉徴収選択口座内配当等の交

付の際に第36条の12第２項の規定により既に徴収した県民税の配当割の額が前項の規定を適用

して計算した県民税の配当割の額を超えるときは、当該特別徴収義務者は、当該納税義務者に

対し、当該超える部分の金額に相当する配当割を還付しなければならない。

付則第14条の３の２を削る。

付則第14条の４第２項第３号中「第21条の３」を「第21条の４」に、「および付則第５条の４

第１項」を「、付則第５条の４第１項および付則第５条の５」に、「これらの規定」を「第21条、

第21条の２第１項前段、第21条の３および第２1条の４」に改め、「の所得割の額」と」の右に「、

第21条の２第１項後段および第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条

の４第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第５条第１項および付則第５条
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の４第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の４第１項の規定によ

る県民税の所得割の額」と」を、「合計額」と」の右に「、付則第５条の５中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額ならびに付則第14条の４第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」

と」を加え、同項第４号中「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に改め、

同条第３項を削る。

付則第14条の５第２項第２号中「第21条の３」を「第21条の４」に、「および付則第５条の４

第１項」を「、付則第５条の４第１項および付則第５条の５」に、「これらの規定」を「第21条、

第21条の２第１項前段、第21条の３および第２1条の４」に改め、「の所得割の額」と」の右に「、

第21条の２第１項後段および第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条

の５第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」と、付則第５条第１項および付則第５条

の４第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の５第１項の規定によ

る県民税の所得割の額」と」を、「合計額」と」の右に「、付則第５条の５中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額ならびに付則第14条の５第１項の規定による県民税の所得割の額の合計額」

と」を加え、同項第３号中「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の２の２第１項」に改め、

同条第３項中「（平成20年３月３１日までに支払を受けるべきものにあっては、100分の３）」お

よび「（同日までに支払を受けるべきものにあっては、１００分の１．２）」を削り、同条第５項第

２号中「第21条の３」を「第21条の４」に、「および付則第５条の４第１項」を「、付則第５条

の４第１項および付則第５条の５」に、「これらの規定」を「第21条、第21条の２第１項前段、

第21条の３および第２1条の４」に改め、「の所得割の額」と」の右に「、第21条の２第１項後段

および第２項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額および付則第14条の５第３項の規定によ

る県民税の所得割の額の合計額」と」を加え、「同項各号」を「、同項および付則第５条の４第

１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の５第３項の規定による県民

税の所得割の額」と、付則第５条第１項各号」に改め、「合計額」と」の右に「、付則第５条の

５中「所得割の額」とあるのは「所得割の額ならびに付則第14条の５第３項の規定による県民税

の所得割の額の合計額」と」を加え、同項第３号中「付則第４条の２第１項」を「付則第４条の

２の２第1項」に改め、同条第６項中「第21条の３」を「第21条の４」に改める。

付則第18条の見出しを削叺同条の前に見出しとして「（法人の事業税の税率の特例）」を付

し、同条の次に次の２条を加える。

第19条当分の間、平成20年10月１日以後に開始する各事業年度に係る法人の事業税および同日

以後の解散（合併による解散を除く。）による清算所得に対する法人の事業税（清算所得に対

する法人の事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税および残余財産の一

部の分配または引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。）についての第38条の３および

前条の規定の適用については、第38条の３第１項第１号ウの表中「１００分の３．８」とあるのは

「１００分の１．５」と、「１００分の５．５」とあるのは「１００分の２．２」と、「１００分の７．２」と

あるのは「１００分の２．９」と、同項第２号の表中「１００分の５」とあるのは「１００分の２．７」
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と、「100分の６．６」とあるのは「１００分の３．６」と、同項第３号の表中「100分の５」とあ

るのは「100分の２．７」と、「１００分の７．３」とあるのは「１００分の４」と、「１００分の９．６」

とあるのは「１００分の５．３」と、同条第２項中「１００分の１．３」とあるのは「１００分の０．７」

と、同条第３項第１号ウ中「１００分の７．２」とあるのは「１００分の２．９」と、同項第２号中

「100分の６．６」とあるのは「１００分の３．６」と、同項第３号中「１００分の９．６」とあるのは

「100分の５．３」とい前条中「第38条の３第１項第２号」とあるのは「次条の規定により読み

替えられた第38条の３第１項第２号」と、「100分の６．６」とあるのは「100分の３．６」と、

「１００分の７．９」とあるのは「１００分の４．３」とする。

（旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る地方税の特例）

第20条～一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定

等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成18年法律第50号。以下この

条において「整備法」という。）第40条第１項の規定により存続する一般社団法人または一般

財団法人であって整備法第106条第１項（整備法第121条第１項において読み替えて準用する

場合を含む。以下この条において同じ。）の登記をしていないもの（整備法第１３１条第１項の

規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの（以下この条においてそれぞれ「認可取梢

社団法人」または「認可取梢財団法人」という。）を除く。）については、公益社団法人また

は公益財団法人とみなして、第17条第２項および第35条第１項の規定を適用する。

２整備法第40条第１項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であって整備法

第106条第１項の登記をしていないもの（認可取消社団法人または認可取梢財団法人にあって

は、法人税法第２条第９号の２に規定する非営利型法人（以下この条において「非営利型法人」

という。）に該当するものに限る。）については、公益社団法人または公益財団法人とみなし

て、第37条第１項の規定を適用する。

３整備法第40条第１項の規定により存続する一般社団法人であって整備法第106条第１項の登

記をしていないものについては公益社団法人とみなし、整備法第40条第１項の規定により存続

する一般財団法人であって整備法第１０６条第１項の登記をしていないものについては公益財団

法人とみなして、第39条の17および付則第８条第28項の規定を適用する。

４整備法第40条第１項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であって整備法

第106条第１項の登記をしていないもの（認可取消社団法人または認可取梢財団法人にあって

は、非営利型法人に該当するものに限る。）については、法人税法第２条第６号の公益法人等

とみなして、第17条第３項および第29条第１項の規定を適用する。

５平成20年11月30日において現に所得税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第23号）第

２条の規定による改正前の法人税法別表第２第２号の指定を受けている外国法人については、

平成25年11月30日までに開始する事業年度分の法人の県民税に限り、法人税法第２条第６号の

公益法人等とみなして、第17条第３項および第29条第１項の規定を適用する。

６整備法第41条第１項の規定により存続する一般社団法人または一般財団法人であって整備法
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第106条第１項の登記をしていないものまたは認可取梢社団法人もしくは認可取梢財団法人に

ついては、一般社団法人または一般財団法人とみなして、第29条第１項および第37条第１項の

規定を適用する。

７整備法第２条第１項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第３条第１項本文の規定の適用

を受けるものおよび整備法第25条第２項に規定する特例無限責任中間法人については、一般社

団法人とみなして、第29条第１項および第37条第１項の規定を適用する。

付則

（施行期日）

１この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

（１）第39条の２第９項の改正規定ならびに付則第18条の見出しを削り、同条の前に見出しを付

する改正規定および同条の次に２条を加える改正規定（付則第19条に係る部分に限る。）

平成20年10月１日

（２）第17条第３項、第29条第１項第１号、第35条第１項、第37条第１項第１号イ、第39条の１７

第１項、第39条の19第１項、第40条の２第２項、第41条の２および第６0条第１項の改正規定

ならびに付則第８条第28項の改正規定、同条に１項を加える改正規定および付則第18条の次

に２条を加える改正規定（付則第20条に係る部分に限る。）ならびに付則第22項から第24項

までの規定平成20年12月１日

（３）第17条第１項第７号および第３6条の18第３項の改正規定ならびに付則第５条の３の改正規

定、付則第14条の３の２を削る改正規定および付則第14条の５第３項の改正規定ならびに付

則第２項から第４項まで、第20項および第21項の規定平成21年１月１日

（４）第11条第２項、第19条、第21条第１号アの表および第２1条の３の改正規定、同条を第21条

の４とする改正規定、第21条の２の改正規定、同条を第21条の３とし、第21条の次に１条を

加える改正規定ならびに第２7条第１項第５号の改正規定ならびに付則第４条の２の改正規定、

同条を付則第４条の２の２とし、付則第４条の次に１条を加える改正規定、付則第５条第２

項および第５条の４第２項の改正規定、同条の次に１条を加える改正規定、付則第６条第２

項の改正規定（「同項に規定する」を削り、「が含まれている」を「または免税対象飼育牛

に該当する肉用牛の頭数の合計が2,000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛

が含まれている」に改める部分を除く。）、同条第３項および第４項、付則第12条第３項、

第13条第３項、第14条第４項ならびに第１4条の２第４項の改正規定、付則第14条の２の２第

２項の改正規定（「、次条第１項」を削る部分を除く。）、付則第14条の２の４第１項の改

正規定（「同条第１項に規定する」を削る部分に限る。）ならびに付則第14条の４第２項な

らびに第１4条の５第２項、第５項および第６項の改正規定ならびに付則第５項から第７項ま

での規定平成21年４月１日

（５）付則第６条第１項の改正規定、同条第２項の改正規定（「同項に規定する」を削り、「が
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含まれている」を「または免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が２，０００頭を超え

る場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。）、付則

第11条の４の次に１条を加える改正規定、付則第14条の２の５の改正規定および同条を付則

第14条の２の６とし、付則第14条の２の４の次に１条を加える改正規定ならびに付則第８項

から第15項までの規定平成22年１月１日

（６）付則第５条の４第１項第２号、第14条の２第１項および第14条の２の２第１項の改正規定、

同条第２項の改正規定（「、次条第１項」を削る部分に限る。）、付則第14条の２の３の改

正規定、付則第14条の２の４第１項の改正規定（「同条第１項に規定する」を削る部分を除

く。）ならびに同条第２項の改正規定ならびに付則第16項から第19項までの規定平成22年

４月１日

（個人の県民税に関する経過措置）

２平成21年１月１日前に支払を受けるべき改正前の滋賀県税条例（以下「１日条例」という。）

付則第５条の３に規定する特定配当等については、なお従前の例による。

３平成21年１月１日から平成22年12月３１日までの間に支払を受けるべき地方税法等の一部を改

正する法律（平成20年法律第21号）第１条の規定による改正後の地方税法（以下「新法」とい

う。）第23条第１項第15号に規定する特定配当等（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第

４条の２第９項または第４条の３第10項の規定の適用を受けるものを除く。）に係る改正後の

滋賀県税条例（以下「新条例」という。）第36条の９の規定の適用については、同条中「１００

分の５」とあるのは、「１００分の３」とする。

４平成21年１月１日から平成22年12月31日までの問に行われる新条例第36条の18第２項に規定

する対象譲渡等に係る新条例第36条の16および第３6条の18第３項の規定の適用については、こ

れらの規定中「１００分の５」とあるのは、「１００分の３」とする。

５新条例第21条の２および付則第５条の５の規定は、県民税の所得割の納税義務者が平成20年

１月１日以後に支出する新条例第21条の２第１項各号に掲げる寄附金について適用する。

６新条例付則第４条の２の規定は、租税特別措置法第40条第２項または第３項の規定による同

条第１項後段の承認の取消しが平成20年12月１日以後にされる場合について適用する。

７平成21年４月１日から同年12月３１日までにおける新条例付則第５条の５の規定の適用につい

ては、同条中「付則第11条の５第１項、付則第12条第１項」とあるのは「付則第12条第１項」

と、同条第５号中「付則第11条の５第１項、付則第13条第１項」とあるのは「付則第13条第１

項」とする。

８新条例付則第６条第１項および第２項の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税に

ついて適用し、１日条例付則第６条第１項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年

度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

９県民税の所得割の納税義務者が、平成21年１月１日から平成22年12月３１日までの問に支払を

受けるべき新条例付則第11条の５第１項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当
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該上場株式等の配当等に係る配当所得については、同項前段の規定により、上場株式等に係る

課税配当所得の金額（同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下

この項において同じ。）に対して課する県民税の所得割の額は、同条第１項前段の規定にかか

わらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

（１）上場株式等に係る課税配当所得の金額が100万円以下である場合当該上場株式等に係る

課税配当所得の金額の１００分の１．２に相当する金額

（２）上場株式等に係る課税配当所得の金額が１００万円を超える場合次に掲げる金額の合計額

ア12,000円

イ当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から１００万円を控除した金額の１００分の２に

相当する金額

１０前項の規定の適用がある場合における新条例付則第11条の５第３項の規定の適用については、

同項第１号中「付則第11条の５第１項」とあるのは、「付則第11条の５第１項（滋賀県税条例

の一部を改正する条例（平成20年滋賀県条例第号）付則第９項の規定により適用される場合

を含む。以下同じ。）」とする。

１１新条例付則第14条の２の６第１項または第４項の規定の適用がある場合における第９項の規

定の適用については、同項中「同項前段の規定により」とあるのは、「新条例付則第14条の２

の６第３項または第６項の規定により読み替えられた新条例付則第11条の５第１項前段の規定

により」とする。

１２新条例付則第14条の２の５の規定は～平成22年１月１日以後に県民税の納税義務者が交付を

受ける同条第１項に規定する源泉徴収選択口座内配当等（次項において「源泉徴収選択口座内

配当等」という。）について適用する６

１３新条例付則第14条の２の５第２項の特別徴収義務者が県民税の配当割の納税義務者に対して

平成22年１月１日から同年12月３１日までの期間内に交付をする源泉徴収選択口座内配当等につ

いて徴収して納入すべき県民税の配当割の額を計算する場合において、当該源泉徴収選択口座

内配当等に係る源泉徴収選択口座（同項に規定する源泉徴収選択口座をいう。）につき次に掲

げる金額があるときは、当該源泉徴収選択口座内配当等について徴収して納入すべき県民税の

配当割の額は、同条第３項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その年中に交付

をした地方税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第21号）附則第３条第17項各号に掲げ

る源泉徴収選択口座内配当等の区分に応じ当該各号に定める金額から次に掲げる金額の合計額

を控除した金額として政令で定める金額を源泉徴収選択口座内配当等に係る特定配当等の額と

みなして新条例第36条の９の規定を適用して計算した金額とする。

（１）その年中にした当該源泉徴収選択口座に係る新条例付則第14条の２の４第１項に規定する

特定口座内保管上場株式等の譲渡につき同項の規定に基づいて計算された当該特定口座内保

管上場株式等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額および雑所得の金額の計算上生

じた損失の金額として政令で定める金額
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（２）その年中に当該源泉徴収選択口座において処理された新条例第17条第１項第７号に規定す

る差金決済に係る新条例付則第14条の２の４第２項に規定する信用取引等に係る上場株式等

の譲渡につき同項の規定により計算された当該信用取引等に係る上場株式等の譲渡による事

業所得の金額および雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として政令で定める金額

１４新条例付則第14条の２の６の規定は、平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用

し、平成21年度分までの個人の県民税に係る旧条例付則第１４条の２の５第１項の規定による譲

渡所得等の金額の計算については、なお従前の例による。

１５平成22年１月１日から同年３月３１日までの間における新条例付則第14条の２の６第６項の規

定の適用については、同項中「の規定の適用について」とあるのは「ならびに付則第14条の２

の３第１項および第２項の規定の適用について」と、「とする」とあるのは「と、付則第14条

の２の３第１項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（付則第14条の２の６第４項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

１６県民税の所得割の納税義務者が平成21年１月１日前に行った旧条例付則第14条の２の３第１

項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対

して課する平成21年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

１７県民税の所得割の納税義務者が、平成21年１月１日から平成22年12月３１日までの間に新条例

付則第14条の２の６第２項に規定する上場株式等（以下この項において「上場株式等」とい

う。）の譲渡（新条例付則第14条の２の２第２項に規定する譲渡をいう。）のうち租税特別措

置法第37条の12の２第２項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の

譲渡による事業所得、譲渡所得および雑所得（同法第32条第２項の規定に該当する譲渡所得を

除く。）については、新条例付則第14条の２第１項前段の規定により同項前段に規定する株式

等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金

額および雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額（以下この項において

「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対して課する県民税の所得割の額は、同

条第１項前段の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額

に相当する金額とする。

（１）上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（地方税法

等の一部を改正する法律（平成20年法律第21号）附則第３条第23項の規定により読み替えて

適用される新法附則第35条の２第５項の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定

の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。以下この項において同じ。）が５００万

円以下である場合当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の１００分の１．２に相当する

金額

（２）上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が５００万円を超える場合次に掲げる金額の合計

額

ア６万円

議
第
Ｗ
号
滋
賀
県
税
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



2２

議
第
Ｗ
号
滋
賀
県
税
条
例
の

イ当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額から５００万円を控除した金額の１００分の２

に相当する金額’

１８新条例付則第14条の２の６第４項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用につい

ては、同項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（新条例付則第14条の２の６第４

項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第１項前段」とあるのは「新

条例付則第14条の２第１項前段」とする。

１９新条例付則第14条の３第３項の規定の適用がある場合における第17項の規定の適用について

は、同項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（新条例付則第14条の３第３項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「同条第１項前段」とあるのは「新条例

付則第14条の２第１項前段」とする。

２０新条例付則第14条の５第３項の規定は、同項に規定する県民税の所得割の納税義務者が平成

２１年１月１日以後に支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等について適用し、同日前

に旧条例付則第14条の５第３項に規定する県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき同

項に規定する条約適用配当等については、なお従前の例による。

２１平成21年１月１日から平成22年12月３１日までの期間内に新条例付則第14条の５第３項に規定

する県民税の所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規定する条約適用配当等に係る同

項の規定の適用については、同項中「１００分の５」とあるのは「１００分の３」と、「１００分の

２」とあるのは「１００分の１．２」とする。

（法人の県民税に関する経過措置）

２２地方税法等の一部を改正する法律（平成20年法律第21号）第１条の規定による改正前の地方

税法（以下「旧法」という。）第25条第１項第２号に規定する一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律

の整備等に関する法律（平成18年法律第50号）第38条の規定による改正前の民法（明治29年法

律第89号。以下「旧民法」という。）第34条の法人（収益事業を行わないものに限る。）に対

して課する平成20年度分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

（事業税に関する経過措置）

２３平成20年12月１日前に開始した事業年度に係る旧法第72条の５第１項第２号に掲げる|日民法

第34条の規定により設立した法人の事業税については、なお従前の例による。

（不動産取得税に関する経過措置）

２４平成20年12月１日前の旧民法第34条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税

については、なお従前の例による。
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滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田 由紀子

滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県税の課税免除および不均一課税に関する条例（昭和41年滋賀県条例第14号）の一部を次

のように改正する。

第２条第７号中「第６条の５第５項」を「第６条の３第５項」に改める。

第４条中「平成16年４月１日から平成20年３月３１日まで」を「平成20年４月１日から平成22年

３月３１日まで」に、「９億円」を「10億円」に改める。

第５条中「平成20年３月３１日」を「平成22年３月３１日」に改める。

付則第４項中「平成18年４月１日から平成20年３月３１日まで」を「平成20年４月１日から平成

21年３月３１日まで」に改め、付則第５項を削る。

付則

lこの条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条第７号の改正規定は、平成21年１月１

日から施行する。

２改正後の第４条および第５条ならびに付則第４項の規定は、平成20年４月１日以後に新設さ

れ、または増設された工業生産設備に係る県税について適用し、同日前に新設され、または増

設された工業生産設備に係る県税については、なお従前の例による。

３改正前の付則第５項の規定は、平成20年４月１日前に新設され、または増設された工業生産

設備に係る県税については、なおその効力を有する。
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滋賀県使用料および手数料条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する｡，

平成20年６月24日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例

滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項第１号中「379,200円」を「390,000円」に改め、同項第４号中「８１０円」を

「８５０円」に改め、同項第10号から第12号までの規定中「４７０円」を「４９０円」に改め、同項第

14号および第１5号中「４２０円」を「４４０円」に改め、同項第23号中「３，２００円」を「3,400円」

に、「３２０円」を「３４０円」に改め、同項第24号中「６，４００円」を「６，７００円」に、「５，９００円」

を「5,800円」に、「3,800円」を「3,600円」に改め、同項第25号中「7,700円」を「８，０００

円」に、「３，７００円」を「３，９００円」に改め、同項第25号の２中「４７０円」を「４９０円」に改め、

同項第30号中「１，７００円」を「1,720円」に改め、同項第36号中「２，１３０円」を「２，０２０円」に、

「４，２７０円」を「４，１５０円」に改め、同項第37号中「４７０円」を「４９０円」に改め、同項第41号

中「１，０８０円」を「１，１３０円」に改め、同項第42号および第４3号中「５４０円」を「５７０円」に改

め、同条第２項第５号中「４７０円」を「490円」に改め、同項第６号中「5,300円」を「５，６００

円」に、「３，１００円」を「３，２００円」に、「３，４００円」を「３，６００円」に改め、同項第７号中

「６，８００円」を「６，５００円」に、「７，０００円」を「７，４００円」に、「３，２００円」を「３，０００円」

に改め、同項第８号中「120,000円」を「130,000円」に、

「温泉法第６条第１項または第７条第１項の規定に基づく土地の掘削の許可を受けた地

位の承継の承認の申請に対する審査の手数料

］件につき７，５００円

温泉法第11条第１項の規定に基づくゆう出路の増掘または動力の装置の許可の申請に

対する審査の手数料
を

１件につき１１０，０００円

温泉法第11条第２項において準用する同法第６条第１項または第７条第１項の規定に

基づくゆう出路の増掘または動力の装置の許可を受けた地位の承継の承認の申請に対

する審査の手数料

１件につき７，５００円」

「温泉法第６条第１項または第７条第１項（同法第11条第２項または第３項において準
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巳

用する場合を含む。）の規定に基づく地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料

１件につき７，５００円

温泉法第７条の２第１項（同法第11条第２項において準用する場合を含む。）の規定

に基づく施設等の変更の許可の申請に対する審査の手数料

１件につき24,000円

温泉法第11条第１項の規定に基づくゆう出路の増掘の許可の申請に対する審査の手数

料

１件につき120,000円

温泉法第11条第１項の規定に基づく動力の装置の許可の申請に対する審査の手数料

１件につき110,000円

温泉法第14条の２第１項の規定に基づく温泉の採取の許可の申請に対する審査の手数に

料

１件につき３６，０００円

温泉法第14条の３第１項または第１4条の４第１項の規定に基づく温泉の採取の許可を

受けた地位の承継の承認の申請に対する審査の手数料

１件につき７，５００円

温泉法第14条の５第１項の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請

に対する審査の手数料

１件につき７，５００円

温泉法第14条の７第１項の規定に基づく温泉の採取のための施設等の変更の許可の申

請に対する審査の手数料

１件につき24,000円」

改め、同項第13号中「3,800円」を「4,000円」に、「2,300円」を「2,400円」に、「2,700

円」を「２，８００円」に、「２，４００円」を「２，５００円」に改め、同項第16号中「39,000円」を

「40,000円」に改め、同項第21号中「４，９００円」を「5,100円」に、「３，９００円」を「４，０００円」

に改め、同項第23号中「19,000円」を「18,000円」に、「37,000円」を「35,000円」に、「3,800

円」を「3,900円」に、「7,500円」を「7,700円」に改め、同項第25号を次のように改める。

⑮削除

第２条第２項第28号中「15,000円」を「14,000円」に改め、同項第29号中「４７０円」を「４９０

円」に、「５，９００円」を「６，２００円」に、「７，４００円」を「７，８００円」に、「３，２００円」を「３，４００

円」に、「３，６００円」を「３，８００円」に改め、同項第30号中「７７０円」を「７６０円」に、「７２０

円」を「７３０円」に改め、同項第31号中「2,780円」を「2,690円」に、「3,200円」を「3,400

円」に、「320円」を「340円」に改め、同項第32号中「7,900円」を「8,300円」に、「52,000

円」を「55,000円」に、「33,000円」を「35,000円」に改め、同項第38号中「４，０００円」を

「３，９００円」に、「３，６００円」を「３，５００円」に改め、同項第42号中「21,000円」を「２０，０００円」
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す
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の

に、「１４，０００円」を「１３，０００円」に、「16,000円」を「15,000円」に改め、同項第44号中「４００

円」を「４２０円」に、「２００円」を「２１０円」に改め、同項第47号中「11,500円」を「11,300円」

に改め、同項第50号中「４１，０００円」を「39,000円」に改め、同項第53号中「7,800円」を「8,000

円」に、「８，１００円」を「８，０００円」に改め、同項第54号中「５，３００円」を「５，６００円」に、

「５，８００円」を「６，１００円」に、「３，０００円」を「３，２００円」に、「３，４００円」を「３，６００円」

に改め〈同項第61号中「5,900円」を「5,600円」に、「9,900円」を「9,400円」に、「2,900

円」を「３，０００円」に、「３，７００円」を「３，５００円」に改め、同項第63号中「７，９００円」を

「8,300円」に改め、同項第71号の２中「1,000円」を「1,050円」に、「9,700円」を「９，９００

円」に改め、同項第73号中「６５０円」を「６４０円」に、「４１０円」を「３９０円」に改め、同項第

73号の２中「28,000円」を「27,000円」に、「17,000円」を「16,000円」に改め、同項第74号中

「４円」を「５円」に、「５，６００円」を「５，７００円」に改め、同項第79号の２中「４，０００円」を

「３，９００円」に改め、同項第80号中「33,000円」を「31,000円」に、「２６，０００円」を「25,000円」

に改める。

付則第３項を次のように改める。

平成20年９月30日までの問に限り、温泉法の一部を改正する法律（平成19年法律第１２１号）

附則第６条の規定に基づく可燃性天然ガスの濃度についての確認の申請に対する審査の手数料

として、1件につき７，５００円を徴収する。

付則第４項を削る。

別表第２第３項第１号中「920円」を「970円」に改め、同項第２号中「1,740円」を「1,830

円」に改め、同項第３号中「４７０円」を「490円」に改める。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

「

特に複雑なもの別表第３中「１，６４０」を「１，７２０」に、「3,080」を「３，２３０」に、

「

に、を

」」

北
「

｢２，０７０」を「２，１７０」に、「４，１７０」を「4,380」に、

6,330

に、「16,400」を「17,200」に、「９，７８０」を「10,300」に、「４，２５０」を

6，３３０

」

｢４，４６０」に、「４７０」を「４９０」に改める。

「 「

同 特に複雑なもの 同 6,340

6,040

6,040

6,040



７

「

議
第
朋
号

別表第４中 を に、 滋
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「

「
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」

「

を

」

「 「

に、 を に、

」

」 」

「

6,040 6,340

同

同

同

4,090

6,440

4，１７０

3,890

6，１４０

3,960

1２，０００

2,000

3,080

6,040

55,900

9,780

4，１７０

4，１７０

4，１７０

1１，４００

2,080

3,230

6,080

54,800

1０，３００

4,070

4,070

4,070

用水 同 4，１７０

排水

放流水

し尿浄化槽放流

水

下水し尿処理施

設放流水

同

同

4,060

6,040

放射能検査

雨水、飲料水

食品

同

同

3,080

3,080

1６，４００

9，７８０

3,080

1，４２０

1６，９００

1０，３００

3,230

1，３５０

化学検査

トリクロロエチ

レン等検査

2,730

12,000

トリクロロエチ

レン等検査

1１，４００
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」

「

に、

」

「

「「

をに、を

｜騒音’｜同’ 2,070

放射能検査

雨水、飲料水

食品

同

同

3,230

3,230

9,430

3,400

4,710

4，１７０

9,780

5,360

1，６４０

3,080

6,040

2,070

4，１７０

6,040

3,080

1，４２０

3,000

6,080

9,530

3０，８００

2,590

３，９６０

1，９７０

9,060

2，２５０

3,080

6,040

9,780

29,500

2,730

4，１７０

2,070

9，３１０

●

2，２７０

照度温度条件 同 2,070

粉じん濃度測定 同 2,070

粉じんの化学的

試験
1成分

０
2,070

ガスの定量試験 同 3,080

悪臭物質の定量

試験
同 1６，４００

降下ぱいじん量 １件 8,010

煙道

排ガス

ぱいＣん

硫黄酸化物

同

同

36,400

2３，１００
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に、「４７０」を「４９０」に改める。

1,420 １，４９０ 4，１７０

9，１８０

3,570

4,950

4，１００

9,540

5,170

1,720

3,230

6,340

2，１７０

4,380

6,340

2,870

1,470

4，１８０

3１，０００

1，４７０

2，１３０

￣ 3,970

1，５３０ 1，６１０ 29,500

1，４２０

2,070

4，１８０

29,500

4,710
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別表第５第１項の表の部分を次のように改める。

部
を
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正
す
る
条
例
案

2８，０００

化学分析 ｜’
工業標準化法（昭和

24年法律第１８５号）

第57条第１項の規定ト…Ｉ 5,460

4,480

区分 単位 金額

電気・雷

子試験

電気特性の側定

耐電圧試験

温度測定（接触式）

１項目

１側定

１試験

１測定

1,960
円

2,050

2,050

材料試験

強度試験

疲労試験

硬さ試験

金属組織

試験

顕微鏡写真撮影

マクロ腐食試験写真

撮影

試料調整

電子顕微

鏡試験

電子顕微鏡写真撮影

（２次電子像）

１試料

１項目

１時間

1時間増すごとに

１試科

１項目

1

焼増

視野

し1枚につき

１試料

１視野

1視野増すごとに

最低８６０

最高２，２００

２ ， 280

910

1,080

３ ， 070

450

1,800

8,920

1,840

精密測定

長さ測定（精度１マイクロ〆

－トルを要するもの）

形状測定

特殊測定

ねじ

三次元座標

１側定

同

1項目

１側定

１試料

１測定

l側定増すごとに

2,980

最低１，７１０

最高２，３８０

1，６００

０
０
１
０

２
２

，
，

３
１

環境試験

振動試験

冷熱衝撃試験

恒温恒湿試験

１試料

１条件

１時間

1時間増すごとに

同

同

０
０
４
０

４
３

９
，

３
２

２ ， 380

750

２
， 4４０

７８０

１成分

1成分増すごとに

１ ，
870

920

全成分 5,280
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別表第５第１項中注２を注３とし、注１を注２とし、注ｌとして次のように加える。

l県外居住者の手数料は、この表に定める額の２倍に相当する額とする。

‐「

別表第５第２項中

「

を

」

「 低
高
最
最 1，３００

３，５４０
に、「３，６７０」を「３，７５０」に、 を

」

」

定量分析
に基づき

た試験方

析

登録を受け

法による分

全成分

１成分

同

その他の分析 同 2,710

食品保存

性試験
恒温 恒湿試験

2４時間

（10試料まで）

24時間増すごとに

3,500

2,420

微生物試

験

顕微鏡写真撮影

、つ

菌数狽リ定

１

焼増

視野

し1枚につき

１試料

２
， 640

450

3,620

アー ミノ酸分析 同 1３，０００

粘度測定 同 2,650

pＨ測定 同 1，０７０

デザイン指導 １時問 4，１２０

成績書の

複本また

は証明書

和 文

英文

１ 通

同

490

610

成績書の英文作成 同 2,050

化学分析

定 」性分析

定量分析

全 成分

１成分

耐火度試験 １試料

化学分析

定性分析

定量分析

P。、Ｃｄの溶出試験

5,280
円

4,360

3,390
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「 低
高
最
最 1，３７０

３，６３０
をに、「２，０７０」を「２，１７０」に、

」

」

「

「

1９，６００

に、「４，６２０」を「４，７２０」に、 を

1，３００

」部
を
改
正
す
る
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」

「

1９，８００

に、「１，０２０」を「1,070」に、「２，２６０」を「２，３３０」に、

1，３５０

」

「「

に、「６，４１０」を「６，７１０」に、を

」 」

「6,000」を「６，２４０」に、「４７０」を「490」に、「590」を「６１０」に、「1,950」を「２，０５０」

に改め、同項中注を注２とし、注１として次のように加える。

１県外居住者の手数料は、この表に定める額の２倍に相当する額とする。

別表第６を次のように改める。

別表第６

東北部工業技術センター試験等手数料

1，９６０

1，９６０

1１，０００

5,800

2,0

2,000

1１，２００

5,900

5,800

5,800

2,660

5,800

2，７７０

3，５４０

5,900

5,900

2,790

5,920

2,840

3,640

区分 単位 金額

定 性分析

定量分析（繊維・有機成分）

成１分

同

1，９４０
円

3,040



3３
議
第
朋
号
滋
賀
県
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案

｜’ 定量分析（金属・無機成分） ｜同 2，７００

’１試料’

材料試験

糸物 』性試験

布物 』性試験

繊維鑑定

繊維混用率試験

織物分解設計

ｃワ 顕微鏡写真撮影

プラスチック強度試験

硬さ試験

硬さ分布

試験

ロックウェル

ピッカ ２－ ス

マイクロピッ

カース

硬さ測定用試料調整

強度試験

１件

同

１成分

同

1 件

試１料

１試料

１項目

同

ｌ 試料

（１０側点まで）

これを超える場合

は１測点

１ 試料

１ 試料

１項目

1，１３０

1，１３０

1，２６０

1,410

最低１，７９０

最高５，７２０

4,020

1，７１０

1,080

3,260

280

最低４００

最高１，７６０

同
8６０

2,290

染色試験

染色・仕上試験

染色堅ろう度試験

同

同

1,830

1，４９０

試料調整

｣恒温'恒温機による調整

耐候試験機による調整

１ 試科

同

540

680

デザイン開発支援 １ 件 3,700

金属顕微鏡試験の試料調整 １ 試料 1，８１０

組織試験 顕微鏡写真撮影
視１野

焼増し１枚につき

３ ， ０７０

４５０

長さ測定
１ 試料

１ 側定

最低１，５００

最高２，９３０

角度測定 １側定 1,490

表面粗さ測定 同 1，６４０

真円度測定 同 1，８３０

形状測定

真直度

平面度

同

同

2,460

1，７１０
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注１県外居住者の手数料は、この表に定める額の２倍に相当する額とする。

２染色堅ろう度試験の耐光・耐候堅ろう度試験において、１０時間を超える場合は、１０時

間ごとに700円を徴収する。

３使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

４この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

「

別表第８中
を

」

「

に、「３５０」

」

を「450」に、「小学校、中学校、高等学校または中等教育学校の児童または生徒」を「高等学

校もしくは中等教育学校（後期課程に限る。）の生徒またはこれらに準ずる者」に改め、同表注

１中「同じ。）」の右に「、小学校、中学校もしくは中等教育学校（前期課程に限る。）の児童

もしくは生徒またはこれらに準ずる者」を加え、同表注２中「小学校、中学校、」を削り、「の

児童もしくは」を「（後期課程に限る。）の」に改め、「およびその引率者」を削り、同表注３

および注４として次のように加える。

’二ﾊｴ…帷Ｉ １ 側定

l測定増すごとに

3,090

1,080

小学校、中学校もしくは中等教育学校（前

期課程に限る。）の児童もしくは生徒また

はこれらに準ずる者

1人１回につき120

円

高等学校、中等教育学校（後期課程に限

る。）もしくは大学の生徒もしくは学生ま

たはこれらに準ずる者

同２５０

高等学校、中等教育学校（後期課程に限

る。）もしくは大学の生徒もしくは学生ま

たはこれらに準ずる者

1人１回につき２５０

円

メッキ厚さ側定 １ 側定 1,490

環境試験

』

恒温試験

冷熱衝撃試験

塩水噴霧試験

１ 試料

1 条件

１時間

1時間増すごとに

同

時2４間

（５試料まで）

１試料増すごとに

1,820

700

２ ●

， 050

690

４ ， 1２０

３３０

成績書の

複本また

は証明書

和 文

英文

１通

同

490

６１０

成績書 の英文作成 同 2,050



3５

３県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として入場する場合は、これらの者の引率者については、無

料とする。

４注３に掲げる場合を除き、教職員が小学校、中学校もしくは中等教育学校（前期課程

に限る。）の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者（以下この表において「児童等」

という。）を引率して入場する場合（児童等および教職員の数の合計が30人以上である

ときに限る。）の当該教職員については、1人につき３２０円とする.

別表第11第３項中「５００円」を「４８０円」に改める。

別表第22中「320」を「340」に、「370」を「390」に、「５３０」を「560」に、「850」

を「890Ｊに、「４７０」を「490」に、「１１０」を「１２０」に改める。

別表第26第１項第１号中「1,080」を「1,130」に、「1,630」を「１，７１０」に、「2,170」

を「２，２８０」に、「３，２７０」を「３，４３０」に、「４，３６０」を「４，５８０」に、「８，７３０」を「９，１７０」

に、「13,000」を「13,700」に、「17,400」を「18,300」に改め、同項第２号中「２１０」を「220」

に、「３３０」を「３５０」に、「４８０」を「５００」に改め、同表第２項中「１，０８０」を「1,130」

に、「１，６３０」を「１，７１０」に、「１，８５０」を「１，９４０」に改める。

別表第28第１項を次のように改める。

１観覧料

（１）常設展示

議
第
朋
号
滋
賀
県
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案

（２）企画展示知事がその都度別に定める額

注１６５歳以上の者（県内に居住する者に限る。）、障害者、小学校、中学校もしくは中等

教育学校（前期課程に限る。）の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および６歳

以下の未就学者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

２県内の高等学校もしくは中等教育学校（後期課程に限る。）の生徒またはこれらに準

ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とす

る。

区分 金額

個人

高等学校、中等教育学校（後期課程に

限る。）もしくは大学の生徒もしくは

学生またはこれらに準ずる者

その他の者

1人１回につき２５０

円

同４５０

団体

(20人

以上）

高等学校、中等教育学校（後期課程に

限る。）もしくは大学の生徒もしくは

学生またはこれらに準ずる者

その他の者

同２００

同３６０



3６
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３県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者につ

いては、無料とする。

４県内の小学校､中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として企画展示を観覧する場合は、これらの者およびその引

’・率者については、無料とする。

別表第28第２項中「1,200」を「1,260」に、「2,390」を「2,510」に、「4,800」を「5,040」

に改め、同項中注を注１とし、注２として次のように加える。

２県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第28第３項中「16,300」を「17,100」に、「8,200円」を「８，６００円」に改め、同項中注

を注１とし、注２として次のように加える。

２県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第28の２第１項および第２項を次のように改める。

１観覧料

（１）常設展示

部
を
改
正
す
る
条
例
案

（２）企画展示知事がその都度別に定める額

注１６５歳以上の者（県内に居住する者に限る。）、障害者、小学校、中学校もしくは中等

教育学校（前期課程に限る。）の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および６歳

以下の未就学者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

２県内の高等学校もしくは中等教育学校（後期課程に限る。）の生徒またはこれらに準

ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とす

る。

３県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者につ

いては、無料とする。

区分 金額

個人

高等学校、中等教育学校（後期課程に

限る。）もしくは大学の生徒もしくは

学生またはこれらに準ずる者

その他の者

1人１回につき４００

円

同７５０

団体

(20人

以上）

高等学校、中等教育学校（後期課程に

限る。）もしくは大学の生徒もしくは

学生またはこれらに準ずる者

その他の者

同３２０

同６００



3７

４県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として企画展示を観覧する場合は、これらの者およびその引

率者については、無料とする。

２年間観覧料

議
第
朋
号
滋
賀
県
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
条
例
の

別表第28の２第３項中「１，２００」を「１，２６０」に、「２，３９０」を「２，５１０」に、「４，８００」を

「５，０４０」に改め、同項中注を注１とし、注２として次のように加える。

２県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第29中「5,500」を「5,800」に、「15,200」を「16,000」に、「16,300」を「17,100」

に、「28,400」を「29,800」に、「33,900」を「35,600」に、「2,170」を「2,280」に、「２，９５０」

を「３，１００」に、「１，４２０」を「１，４９０」に、「１，９６０」を「２，０６０」に、「５，２４０」を「５，５００」

に、「６，８８０」を「７，２２０」に、「３，９２０」を「４，１２０」に、「５，０１０」を「５，２６０」に、「６，５４０」

を「6,870」に、「２，６１０」を「２，７４０」に、「３，３８０」を「3,550」に、「４，０００円」を「４，２００

円」に、「１，２００円」を「１，２６０円」に改め、同表中性３を注４とし、注２を注３とし、注２と

して次のように加える。

２県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第32中「11,200」を「11,100」に、「16,000」を「15,600」に、「36,500」を「36,600」

に、「25,600」を「25,700」に改める。

別表第３５(1)の項中「23,000円」を「２４，０００円」に改め、同表(2)の項中「11,000円」を「１２，０００

円」に改める。

別表第3７（１）の項中「5,400」を「5,300」に改め、同項の次に次のように加える。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

(1)の２法第15条の２第２項の規定に基づく准看護師再教育

研修（法第14条第２項第１号に掲げる処分を受けた者に対

するものに限る。）の受講料

同３８，０００

区分 金額

常設展およ

ぴ企画展
、Ｐ

高等学校、中等教育学校（後期課程に

限る。）もしくは大学の生徒もしくは

学生またはこれらに準ずる者

その他の者

1人１年につき１，６００

円

同３，０００

(1)の３法第15条の２第２項の規定に基づく唯看護師再教育

研修（（１）の２の項に該当するものを除く。）の受講料
同７６，０００

(1)の４法第15条の２第４項の規定に基づく登録の申請に対

する審査の手数料
同５，３００

(1)の５法第15条の２第５項の規定に基づく再教育研修修了

登録証の書換交付の手数料
同３，４００



3８
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別表第4０（７）の項および(8)の項中「４９０」を「４７０」に改め、同表（９）の項中「２７０」を

「２６０」に改める。

別表第4２（１）の項中「４，５００」を「４，７００」に、「６，７００」を「６，９００」に、「７，２００」を

「７，４００」に、「７，６００」を「７，８００」に改め、同表（４）の項中「２，３００」を「２，４００」に、

「３，２００」を「３，３００」に、「３，５００」を「３，６００」に改め、同表（５）の項中「４２０」を「４１０」

に改める。

別表第４３（１）の項中「３，０００円」を「３，２００円」に改め、同表（６）の項および(7)の項中

「33,000円」を「35,000円」に改め、同表（８）の項中「27,000円」を「28,000円」に改め、同表

(9)の項、（10)の項、（12)の項および(13)の項中「160,000円」を「150,000円」に改め、同項

の次に次のように加える。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

⑬の２法第53条第４項の規定に基づく建築物の建ぺい率に

関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

35,000円

別表第４３(14)の項中「33,000円」を「35,000円」に改め、同表(15)の項中「第57条の２第３項」

を「第57条の５第３項」に、「160,000円」を「150,000円」に改め、同表(16)の項中「27,000

円」を「28,000円」に改め、同表(17)の項および(18)の項中「１６０，０００円」を「150,000円」に

改め、同表(19)の項中「27,000円」を「28,000円」に改め、同項の次に次のように加える。

別表第４３(20)の項から(22)の項までの規定中「１６０，０００円」を「150,000円」に改め、同項の

次に次のように加える。

(1e)の２法第57条の２第１項の規定に基づく特例敷地に係る

特例容積率の限度の指定の申請に対する審査の手数料

ア敷地の数が２である場合

イ敷地の数が３以上である場合

78,000円

78,000円に２を超える

敷地の数に27,000円を

乗じて得た額を加算し

た金額

⑲の３法第57条の３第１項の規定に基づく特例敷地に係る

特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査の手

数料

ア指定に係る敷地の数が２である場合

イ指定に係る敷地の数が３以上である場合

28,700円

28,700円に２を超える

指定に係る敷地の数に

11,000円を乗じて得た

額を加算した金額

(１２》の４法第57条の４第１項ただし書の規定に基づく建築物

の高さに関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円
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別表第４３(23)の項中「27,000円」を「28,000円」に改め、同表(24)の項中「160,000円」を

「150,000円」に改め、同表(24)の２の項から(25)の２の項までの規定中「27,000円」を「28,000

円」に改め、同表(26)の項中「１６０，０００円」を「150,000円」に改め、同表(27)の項から(29)の

項までの規定中「２７，０００円」を「２８，０００円」に改め、同表(30)の項中「160,000円」を

「150,000円」に改め、同表(32)の項および(33)の項中「28,000円」を「27,000円」に改め、同

表(34)の項および(35)の項中「２２０，０００円」を「210,000円」に、「28,000円」を「27,000円」

に改め、同表(36)の項中「28,000円」を「２７，０００円」に改め、同表(37)の項および(38)の項中

「220,000円」を「210,000円」に、「２８，０００円」を「27,000円」に改め、同表(39)の項中

「６，４００円」を「６，７００円」に、「12,000円」を「11,000円」に改め、同表側の項から(40)の

３の項までの規定中「27,000円」を「２８，０００円」に改め、同表㈲の項および㈱の項中「第８８

条第１項」を「第88条第１項もしくは第２項」に改める。

「

別表第4５（１）の項中「２６０円」を「２７０円」に、

「

240円 を に改め、同表

」 」

を(2)の項中「３１０円」を「２９０円」に、「４２０円」を「４００円」に、「５８０円」を「５７０円」に、

「２１０円」を「２００円」に改める。

別表第4８（１）の項および（２）の項中「３，９００」を「３，７００」に改め、同表（５）の項中「２，８００」

を「２，９００」に改め、同表（６）の項中「11,500」を「12,000」に改め、同表（７）の項中「３，９００」

⑫の２法第60条の２第１項第３号の規定に基づく建築物の

容積率、建ぺい率、建築面積、高さまたは壁面の位置に関

する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

１頭１回につき

トリコモナス検査 1頭１回につき２５０円

⑫の３法第67条の２第３項第２号の規定に基づく建築物の

敷地面積または同条第５項第２号の規定に基づく建築物の

壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査の手数

科

150,000円

⑫の４法第67条の２第９項第２号の規定に基づく建築物の

間口率、高さまたは構造に関する制限の適用除外に係る許

可の申請に対する審査の手数料
、Ｐ

150,000円

⑫の５法第68条第１項第２号の規定に基づく建築物の高

さ、同条第２項第２号の規定に基づく建築物の壁面の位置

または同条第３項第２号の規定に基づく建築物の敷地面積

に関する特例の許可の申請に対する審査の手数料

150,000円

⑫の６法第68条第５項の規定に基づく建築物の各部分の高

さに関する制限の適用除外の認定の申請に対する審査の手

数料

28,000円

トリコモナス検査
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を「４，１００」に改める。

別表第5２（１）の項中「190,000」を「180,000」に、「250,000」を「240,000」に、「370,000」

を「360,000」に、「480,000」を「470,000」に、「６３０，０００」を「600,000」に、「８３０，０００」

を「800,000」に改め、同表（２）の項および(3)の項中「6,200」を「6,100」に、「８，２００」

を「８，１００」に、「３３，０００」を「３２，０００」に、「41,000」を「39,000」に、「55,000」を「53,000」

に改める。

別表第54(1)の項中「’20,000円 ｜」を「’’9,000円 ｜」に、

「29,000円」を「28,000円」に、「45,000円」を「43,000円」に、「64,000円」を「61,000円」

に、「100,000円」を「95,000円」に、「160,000円」を「150,000円」に、「240,000円」を

「230,000円」に、「320,000円」を「３００，０００円」に、「４００，０００円」を「380,000円」に改

め、同表（２）の項中「400,000円」を「380,000円」に、「９，５００円」を「９，３００円」に改める。

別表第5６（１）の項中「8,200円」を「7,900円」に、「21,000円」を「20,000円」に、「41,000

円」を「40,000円」に、「82,000円」を「80,000円」に、「170,000円」を「160,000円」に、

「210,000円」を「200,000円」に、「290,000円」を「280,000円」に、「29,000円」を「28,000

円｣に､｢62,000円｣を｢60,000円｣に､Ｊ１90,000円｣を｢180,000円｣に､｢260,000円｣

を「250,000円」に、「320,000円」を「310,000円」に、「460,000円」を「440,000円」に、

「２５０，０００円」を「240,000円」に、「370,000円」を「360,000円」に、「480,000円」を

「470,000円」に、「６３０，０００円」を「６００，０００円」に、「830,000円」を「800,000円」に改

め、同表（２）の項中「830,000円」を「800,000円」に、「９，５００円」を「９，３００円」に改め、

同表（３）の項中「４４，０００円」を「42,000円」に改め、同表（４）の項中「25,000円」を「24,000円」

に改め、同表（５）の項中「6,600円」を「6,300円」に、「18,000円」を「17,000円」に、「３７，０００

円」を「35,000円」に、「66,000円」を「63,000円」に、「92,000円」を「87,000円」に改め、

同表（６）の項中「１，７００円」を「1,600円」に、「２，６００円」を「２，５００円」に、「17,000円」

を「16,000円」に改め、同表（７）の項中「４５０円」を「４３０円」に改める。

別表第5８（２）の項を削る。

別表第6２（３）の項、（４）の項、（19)の項および(20)の項中「91,000」を「94,000」に改める。

別表第63第１項中「1,400」を「1,420」に、「1,800」を「1,810」に、「2,150」を「2,210」

に、「３，０５０」を「３，０９０」に、「４９０」を「５００」に、「８８０」を「９００」に、「１，５００」を

「１，５１０」に、「２，１００」を「２，１１０」に、「３，６００」を「３，７１０」に、「６，７００」を「６，８９０」

に、「10,400」を「10,700」に、「14,600」を「15,000」に、「18,500」を「19,100」に、「２１，０００」

を「21,600」に、「28,900」を「29,800」に、「49,700」を「51,200」に改め、同表第２項第１

号の表中「１，０５０」を「１，１００」に、「１，２５０」を「１，２９０」に、「１，６００」を「１，６８０」に、

１：：::昨１：：Ⅲ北J…
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「３４０」に、「５１０」を「５２０」に、「８９０」を「９００」に、「１，５００」を「１，５３０」に、「２，４００」

を「2,460」に、「5,950」を「6,190」に、「’同７，５００１」を「｜

同７，７６０１」に、「11,100」を「11,400」に「13,700」を「14,200」に、

「18,400」を「18,900」に、「20,800」を「21,300」に、「37,500」を「37,800」に、

議
第
的
号
滋
賀
県
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
条
例
の

「

体積計｜塗量迺〆
(1)使用最大流量が１リッ

トル毎分以下のもの
同 を580

」

「

部
を
改
正
す
る
条
例
案

に、

」

「「

に改め、同号中注を

」」

２を注３とし、注２として次のように加える。

２検出部が電気式の非自動はかりのうち、一の載せ台に対し、ひょう量または目量が異

なる２以上の計量範囲を有するものにあっては、その最大ひょう量の手数料の額に、計

量範囲が１増すごとに、当該額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第63第２項第２号中「350」を「360」に、「550」を「560」に、「1,650」を「1,690」

に、「2,850」を「2,890」に、「６，４５０」を「6,570」に、「８，１５０」を「８，３９０」に、「12,100」

を「12,400」に、「14,800」を「15,200」に、「19,400」を「19,900」に、「21,900」を「22,400」

に、「38,600」を「38,900」に、「290」を「300」に改め、同項第３号中「1,550」を「1,560」

に、「2,050」を「２，０９０」に、「２，５００」を「２，５５０」に、「３，３００」を「３，３９０」に、「６，１５０」

を「６，４３０」に改め、同表第３項中「12,900円」を「13,500円」に、「３，０５０円」を「３，２００円」

に、「７，６５０円」を「７，９５０円」に、「６２０円」を「６４０円」に、「７５０円」を「７８０円」に、

LLJZ
同２，０３０

同６，３７０

同２，０００

同６，２００

(1)口径が25ミリメートル

以下のもの

(2)口径が25ミリメートル

を超え40ミリメートル以

下のもの

(3)口径が40ミリメートル

を超え１００ミリメートル

以下のもの

(4)口径が１００ミリメート

ルを超えるもの

(1)使用最大流量が１リ

トル毎分以下のもの

ツ

同８０

同１７０

同１，２００

同１，７００

同５９０
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「８，５５０円」を「８，８１０円」に、「４７０円」を「４８０円」に、「６３０円」を「６５０円」に、

「６，９００円」を「７，１００円」に、「13,100円」を「13,600円」に改め、同項中注３を注４とし、

注２を注３とし、注１を注２とし、注１として次のように加える。

１体積計のうち、２以上のゲージグラスを有する基準タンクにあっては、ゲージグラス

が１増すごとにこの表に定める手数料の額の５割に相当する額を加算するものとする。

別表第63第４項中「1,400」を「1,420」に、「1,800」を「1,810」に、「2,150」を「2,210」

に、「3,050」を「3,090」に、「490」を「500」に、「880」を「900」に、「’同

1,5001」を「’同１，５１０１」に、「｜同２，１００１」を

「’同2,110｜」に、「3,600」を「3,710」に、「6,700」を「6,890」に、

「10,400」を「１０，７００」に、「14,500」を「15,000」に、「18,500」を「19,100」に、「20,900」

を「21,600」に、「28,900」を「29,800」に、「49,700」を「51,200」に改め、同表第５項の表

(2)の項中「６８０」を「７００」に改め、同表（４）の項中「51,600」を「53,800」に改め、同表（５）

の項中「１，７００」を「1,750」に改め、同表(9)の項中「７，２００」を「7,360」に改め、同表(10）

の項中「１，２００」を「1,260」に改める。

別表第63の２（１）の項中「６，３００」を「６，６００」に改め、同表（２）の項中「460」を「４７０」

に改め、同表（３）の項中「２，６００」を「２，７００」に改め、同表（８）の項および（９）の項中「４６０」

を「４７０」に改め、同表(10>の項中「63,000」を「60,000」に改め、同表(11)の項中「31,000」

を「30,000」に改め、同表(12)の項および(13)の項を次のように改める。

部
を
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る
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案

(②法第１１５条の29第２項の規定に基づく調査の手数料

ア指定訪問介護事業者または指定介護予防訪問介護事業者

に係る調査

イ指定訪問入浴介護事業者または指定介護予防訪問入浴介
護事業者に係る調査

ウ指定訪問看護事業者または指定介護予防訪問看護事業者

に係る調査

エ指定訪問リハビリテーション事業者または指定介護予防

訪問リハビリテーション事業者に係る調査

オ指定通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業

者、指定介護予防通所介護事業者または指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者に係る調査

力指定通所リハビリテーション事業者または指定介護予防

通所リハビリテーション事業者に係る調査

キ指定短期入所生活介護事業者、指定地域密着型介護老人

福祉施設の開設者、指定介護老人福祉施設の開設者または

指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る調査

ク指定短期入所療養介護事業者もしくは指定介護予防短期

入所療養介護事業者（事業所が介護老人保健施設であるも

のに限る。）または介護老人保健施設の開設者に係る調査

ケ指定短期入所療養介護事業者もしくは指定介護予防短期

入所療養介護事業者（事業所が介護老人保健施設であるも

のを除く。）または指定介護療養型医療施設の開設者に係

る調査

．指定特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型特

同３０，０００

同
同
同
同

27,000

30,500

27,500

32,500

同
同

3２，０００

39,000

同 3７，０００

同 38,000

同３１，５００
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別表第63の２に注として次のように加える。

注１⑫の項アからサまでに掲げる－の介護サービス事業者に係る調査と当該アからサま

でに掲げる他の介護サービス事業者に係る調査を併せて行う場合は、これらの調査を１

件とみなす。

２⑬の項アからサまでに掲げる一の介護サービス事業者に係る公表と当該アからサま

でに掲げる他の介護サービス事業者に係る公表を併せて行う場合であって、当該公表に

係る事業所または施設の所在地が同一であるときは、これらの公表を１件とみなす。

付則

１この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

定施設入居者生活介護事業者または指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者に係る調査

サ指定福祉用具貸与事業者、指定特定福祉用具販売事業

者、指定介護予防福祉用具貸与事業者または指定特定介護

予防福祉用具販売事業者に係る調査

シ指定居宅介護支援事業者に係る調査

同２６，５００

同２４，０００

(１１法第１１５条の29第３項の規定に基づく公表の手数料

ア指定訪問介護事業者または指定介護予防訪問介護事業者

に係る公表

イ指定訪問入浴介護事業者または指定介護予防訪問入浴介

護事業者に係る公表

ウ指定訪問看護事業者または指定介護予防訪問看護事業者

エ

に係る公表

指定訪問リハビリテーション事業者または指定介護予防

訪問リハピリテマション事業者に係る公表

オ指定通所介護事業者、指定認知症対応型通所介護事業

者、指定介護予防通所介護事業者または指定介護予防認知

症対応型通所介護事業者に係る公表

力指定通所リハビリテーション事業者または指定介護予防

通所リハビリテーション事業者に係る公表

キ指定短期入所生活介護事業者、指定地域密着型介護老人

福祉施設の開設者、指定介護老人福祉施設の開設者または

指定介護予防短期入所生活介護事業者に係る公表

ク指定短期入所療養介護事業者もしくは指定介護予防短期

入所療養介護事業者（事業所が介護老人保健施設であるも

のに限る。）または介護老人保健施設の開設者に係る公表

ケ指定短期入所療養介護事業者もしくは指定介護予防短期

．

入所療養介護事業者（事業所が介護老人保健施設であるも

のを除く。）または指定介護療養型医療施設の開設者に係

る公表

指定特定施設入居者生活介護事業者、指定地域密着型特

定施設入居者生活介護事業者または指定介護予防特定施設

入居者生活介護事業者に係る公表

サ指定福祉用具貸与事業者、指定特定福祉用具販売事業

者、指定介護予防福祉用具貸与事業者または指定特定介護

予防福祉用具販売事業者に係る公表

シ指定居宅介護支援事業者に係る公表

０
０
０
０
０

０
０

０
０

０
０

０
０
０
０
０
０

０
０

０
０

０
０

０

０
０
０
０
０

０
０

０
０

０
０

０
，

９
，

，
９

Ｊ
，

９
，

Ｊ
，

，

１
１
１
１
１

１
１

１
１

１
１

１

１
１
１
１
１

１
１

１
１

１
１

１

同
同
同
同
同

同
同

同
同

同
同

同
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に定める日から施行する。

（１）別表第37に（１）の２の項から（１）の６の項までを加える改正規定、別表第63の２（12)の項

および(13)の項の改正規定ならびに同表に注を加える改正規定ならびに次項および付則第３

項の規定公布の日

（２）付則第３項の改正規定平成20年８月１日

(3).第２条第２項第８号の改正規定平成20年１０月1日

２改正後の別表第63の２（12)の項および注ｌの規定は、介護保険法施行令（平成10年政令第４１２

号）第37条の５第１項の規定に基づき知事が定める調査事務に関する計画（以下「調査計画」

という。）であって平成20年以後に定められるものに従い実施する調査について適用し、平成

１９年以前に定められた調査計画に従い実施する調査については、なお従前の例による。

３改正後の別表第63の２（13)の項および注２の規定は、介護保険法施行令第37条の11において

読み替えて準用する同令第37条の５第１項の規定に基づき知事が定める情報公表事務に関する

計画（以下「情報公表計画」という。）であって平成20年以後に定められるものに従い実施す

る公表について適用し、平成１９年以前に定められた情報公表計画に従い実施する公表について

は、なお従前の例による。

議
第
的
号
滋
賀
県
使
用
料
お
よ
び
手
数
料
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



4５

議第100号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
警
察
関
係
事
務
手
数
料
条
例
の

滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事 嘉田由紀子

'●

滋賀県警察関係事務手数料条例の一部を改正する条例

滋賀県警察関係事務手数料条例（平成12年滋賀県条例第32号）の一部を次のように改正する。

別表第７第１項の表（３）の項中「１，６５０円」を「2,100円」に改め、同表（４）の項中「3,200

円」を「3,650円」に改め、同表(10>の項中「2,100円」を「2,550円」に改め、別表第７第２

項の表(1)の項中「第49条第２項」を「第49条第１項」に改め、同表(10)の項中1420」を「430」

に改める。

別表第８（１）の項中「2,160」を「2,150」に改め、同表（３）の項中「５８０」を「５５０」に改

める。

別表第１０(2)の項中「７５０」を「７２０」に改める。

付則

この条例は、平成21年１月１日から施行する。ただし、別表第７第２項の表（１）の項の改正規

定は公布の日から、同表(10)の項、別表第８および別表第10の改正規定は同年４月１日から施行

する。
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議第lol号

滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。,

平成20年６月２４日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県行政財産使用料条例の一部を改正する条例

滋賀県行政財産使用料条例（昭和39年滋賀県条例第５号）の一部を次のように改正する。

別表第４項中「３００円」を「３２０円」に改め、同表第５項に次の1号を加える。

(3)建物の壁面、空間等を利用して広告物を掲出する場合にあっては、広告物の表示面の面積

を床面積とみなして前号の規定を適用する。

別表第６項第１号中「１，７００円」を「１，７５０円」に改め、同項第２号中「２９０」を「３００」に、

部
を
改
正
す
る
条
例
案

｣＝［
「

2１０

８８０
｢６，１３０」を「６，３１０」に、「１，３２０」を「１，３３０」に、 同

「 加
川
｜
川
剛

同
一
同

260

910
に、「２７０」を「２８０」に、「４８０」を「５００」に、同

」

ｒ

を

「‐‐二「「「ヨ

に、「２５０」を「２６０」に、「４，５５０」を「４，５６０」に、

」

「「

に、「２６０」を「２７０」に、「４，２１０」を

」

｢１，０５０」に、「１，１３０」を「１，１１０」

」

を「４，２５０」に、「９３０」を「９４０」に、「１，０００」を

「「

に、「３３０」を「３４０」に、をに、

」」

「「
２４０

２，６５０

２３０

２，５７０
に改め、を 同｢４，８８０」を「５，１２０」に、 同

」」

同
220

670

同
220

６１０

同
２ ，

450

240

同
220

1，４６０

同
２ ，

210

230

同
１ ，

210

450

同
３

，

220

380

同
５

，

1４０

５００

同
３ ，

2１０

２２０

同
1３０

5，５００



4７
議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の

同号中注２を注３とし、,注２として次のように加える。

２県外居住者の使用料は、この表に定める額の２倍に相当する額とする。

別表第６項第３号中「８６０」を「８２０」に、「580」を「６１０」に、「２１０」を「１５０」に、

「２，７７０」を「２，９１０」に、「２５０」を「260」に、「６５０」を「６８０」に、「880」を「９２０」

に、「１，８５０」を「1,940」に、「55,200」を「56,000」に、「２，４７０」を「1,160」に、「32,700」

を「10,300」に改め、同号中性２を注４とし、同号注１中「窯業用焼成炉」を「電気窯」に改め、

同号中性１を注２とし、注３として次のように加える。

３ガス窯を使用する場合における燃料に要する費用は、利用者負担とする。

別表第６項第３号注１として次のように加える。

l県外居住者の使用料は、この表に定める額の２倍に相当する額とする。

別表第７項を次のように改める。

７束北部工業技術センター設備使用料

部
を
改
正
す
る
条
例
案

注１使用時間にこの表の単位未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。

区分 単位 金額

観測機器 1時問
最低２７０

最高５３０

円

精密．測定機器 同 同
１ ，

300

240

機械試験機器 同 同
４，

220

360

材料試験機器 同 同
１

，

300

370

微小観察機器 同 同
４，

250

360

機械試料調整機器 同 同
270

670

環境機器 同 同
8０

１，２４０

物理量測定機器 同 同
１１０

９３０

分析機器 同 同
４，

270

200

物性評価機器 同 同
３

，

320

380

化学試料調整機器 同 同
5０

1，７６０

工 作機器 同 同
３

，

1６０

１００

繊維試験機器 同 同
2３０

７６０

繊維加工機器 同 同
4０

490

コンピ ユ
￣ タシステム機器 同 同

240

3,450



4８

２県外居住者の使用料は、この表に定める額の２倍に相当する額とする。

３この表以外に特別に要する費用については、その実費を徴収する。

別表第８項中「480」を「500」に、「610」を「640」に、「970」を「1,020」に、「2,180」

を「２，２９０」に、「５，２１０」を「５，４７０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、別表第５項に１号を加える改正規定は、

公布の日から施行する。

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
行
政
財
産
使
用
料
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



4９

議第102号

議
第
伽
号
滋
賀
県
立
長
寿
社
会
福
祉
セ
ン
タ

滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立長寿社会福祉センターの設置および管理に関する条例（平成５年滋賀県条例第１２号）

の一部を次のように改正する。

別表中「５，５００」を「５，８００」に、「15,200」を「16,000」に、「16,300」を「17,100」に、

「28,400」を「29,800」に、「33,900」を「35,600」に、「２，６１０」を「２，７４０」に、「３，３８０」

を「３，５５０」に、「２，９５０」を「３，１００」に、「３，９２０」を「４，１２０」に、「２，１７０」を「２，２８０」

に、「５，０１０」を「５，２６０」に、「６，５４０」を「６，８７０」に、「１，４２０」を「1,490」に、「１，９６０」

を「２，０６０」に、「1,630」を「１，７１０」に、「８２０」を「８６０」に、「１，０３０」を「1,080」

に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



5０

議第103号

議
第
川
号

滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。,

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
立
び
わ
湖
こ
ど
も
の
国
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立びわ湖こどもの国の設置および管理に関する条例（平成４年滋賀県条例第８号）の一

部を次のように改正する。

別表第２項の表中「2,170」を「2,280」に、「2,950」を「3,100」に、「5,450」を「5,720」

に、「15,300」を「16,100」に、「16,400」を「17,200」に改め、同項中注４を注５とし、注３

を注４とし、注２を注３とし、注１を注２とし、注１として次のように加える。

ｌ県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第３項の表中「３３０」を「３５０」に改め、別表第４項第１号の表中「3,500」を「3,680」

に、「５，６８０」を「５，９６０」に、「12,000」を「12,600」に、「18,500」を「19,400」に、「６，９８０」

を「７，３３０」に、「10,800」を「11,300」に、「17,400」を「18,300」に、「28,400」を「29,800」

に、「35,000」を「36,800」に、「56,800」を「59,600」に改め、同項第２号の表中「４８０」を

「500」に改め、別表第５項第１号の表中「1,740」を「1,830」に、「８７０」を「９１０」に、

「１，２００」を「１，２６０」に、「６００」を「６３０」に、「９５０」を「１，０００」に、「４７０」を「４９０」

に改め、同項第３号の表中「430」を「４５０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



5１
議
第
川
号

議第104号

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
立
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立障害者福祉センターの設置および管理に関する条例（平成２年滋賀県条例第32号）の

一部を次のように改正する。

別表第１項第１号の表中「２，５１０」を「2,640」に、「５，４５０」を「５，７２０」に、「７，０９０」

を「７，４４０」に、「４，９００」を「５，１５０」に、「10,700」を「11,200」に、「14,200Jを「14,900」

に、「5,890」を「6,180」に、「９，３９０」を「９，８６０」に、「９，７４０」を「10,200」に、「21,700」

を「22,800」に、「27,200」を「28,600」に改め、同項第２号の表中「270」を「280」に、「380」

を「４００」に、「３３０」を「３５０」に、「４３０」を「４５０」に、「４８０」を「５００」に、「６５０」

を「680」に改め、別表第２項第１号の表中「1,850」を「1,940」に、「4,590」を「4,820」

に、「4,460」を「４，６８０」に、「３，９１０」を「４，１１０」に、「9,170」を「9,630」に、「８，９５０」

を「9,400」に改め、同項第２号の表中「２１０」を「220」に、「３３０」を「350」に、「４８０」

を「500」に改め、別表第３項第１号の表中「650」を「680」に、「1,630」を「1,710」に、

『１，５２０」を「１，６００」に、「１，３００」を「１，３７０」に、「３，２７０」を「３，４３０」に、「3,060」

を「３，２１０」に改め、同項第２号の表および別表第４項の表中「２１０」を「２２０」に、「３３０」

を「３５０」に、「480」を「５００」に改め、別表第５項の表中「３３０」を「３５０」に、「４８０」

を「５００」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



5２

議第105号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
会
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀会館の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀会館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀会館の設置および管理に関する条例（昭和39年滋賀県条例第32号）の一部を次のように改

正する。

別表第１項の表中「6,950」を「7,300」に、「8,130」を「8,540」に、「10,370」を「10,890」

に改め、同項中注５を注６とし、注４を注５とし、注３を注４とし、注２を注３とし、注１を注

２とし、注１として次のように加える。

１県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第２項の表中「1,900」を「2,000」に、「9,700」を「10,200」に、「10,100」を「10,600」

に、「３，６００」を「３，８００」に、「５，１００」を「５，４００」に、「12,200」を「12,800」に改め、

同項中性４を注５とし、注３を注４とし、注２を注３とし、注１を注２とし、注１として次のよ

うに加える。

l県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



5３

議第106号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
テ
ク
ノ
フ
ァ
ク
ト
リ
ー
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立テクノファクトリーの設置および管理に関する条例（平成12年滋賀県条例第１２６号）

の一部を次のように改正する。

別表中「７４０」を「７８０」に、「４７０」を「４９０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。



5４

議第107号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
草
津
Ｓ
Ｏ
Ｈ
Ｏ
ビ
ジ
ネ
ス
オ
フ
ィ
ス
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県立草津ＳＯＨＯビジネスオフィスの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立草津ＳＯＨＯビジネスオフィスの設置および管理に関する条例の一部を改正する

条例

滋賀県立草津ＳＯＨＯビジネスオフィスの設置および管理に関する条例（平成14年滋賀県条例

第58号）の一部を次のように改正する。

別表中「25,500」を「26,800」に、「29,600」を「31,100」に、「36,100」を「37,900」に、

「36,900」を「38,700」に、「44,900」を「47,100」に、「32,200」を「33,800」に、「36,700」

を「38,500」に、「27,500」を「28,900」に、「41,700」を「43,800」に、「31,000」を「32,600」

に、「36,500」を「38,300」に、「31,100」を「32,700」に、「45,500」を「47,800」に、「32,900」

を「34,500」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。



5５

議第108号

議
第
Ⅲ
号

滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月２４日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
立
陶
芸
の
森
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立陶芸の森の設置および管理に関する条例（平成２年滋賀県条例第14号）の一部を次の

ように改正する。

別表第１項第１号を次のように改める。

（１）観覧

ア常設展示

部
を
改
正
す
る
条
例
案

イ企画展示知事がその都度別に定める額

注１６５歳以上の者（県内に居住する者に限る。）、障害者（障害者基本法（昭和45年法律

第84号）第２条に規定する障害者をいう。）、小学校、中学校もしくは中等教育学校（前

期課程に限る。）の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および６歳以下の未就学

者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

２県内の高等学校もしくは中等教育学校（後期課程に限る。）の生徒またはこれらに準

ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とす

る。

３県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者１こつ

区分 金額

個人

高等学校、中等教育学校（後期課程に

限る。）もしくは大学の生徒もしくは

学生またはこれらに準ずる者（以下

｢生徒等」という。）

その他の者

1人１回につき２００

円

同４００

団体

(20人

以上）

生徒等

その他の者

同１６０

同３２０



5６

いては、無料とする。

４県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として企画展示を観覧する場合は、これらの者およびその引

率者については、無料とする。

５陶芸の森の業務として実施する行事に係る入場料またはこれに類するものについては、

、知事が別に定める額とする。

別表第１項第２号の表中「1,200」を「1,260」に、「２，３９０」を「２，５１０」に、「4,800」

を「5,040」に改め、同号中性を注１とし、注２として次のように加える。

２県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第２項第１号中「30,100円」を「31,700円」に改め、同項第２号アの表中「15,900」を

「16,700」に、「24,100」を「22,900」に改め、同項第３号の表中「2,540」を「２，６１０」に、

「４，２２０」を「２，８５０」に、「４，２００」を「２，８７０」に、「６，９６０」を「３，４４０」に、「５，４２０」

を「３，６２０」に、「10,800」を「４，６８０」に、「13,800」を「11,600」に、「27,600」を「19,000」

議
第
川
号
滋
賀
県
立
陶
芸
の
森
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

「

に、「62,100」を「65,200」に、「53,000」を「55,600」に、

部
を
改
正
す
る
条
例
案

「

を

」

に改め、同号中注３を注５と

」

し、注２を注４とし、注１を注３とし、注１および注２として次のように加える。

１ガス窯を使用するときは、この表に定める額に知事が別に定める燃料費相当額の実費

を加算した額とする。

２県外居住者については、この表に定める額の２倍に相当する額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

山式穴窯

金山式穴窯

灯油薪併用平地窯

同104,000

同109,000

同６，０００



5７

議第109号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
近
江
米
普
及
啓
発
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立近江米普及啓発施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立近江米普及啓発施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立近江米普及啓発施設の設置および管理に関する条例（平成８年滋賀県条例第37号）の

一部を次のように改正する。

別表中「９８０」を「１，０３０」に改め、同表中性３を注４とし、注２を注３とし、注１を注２と

し、注ｌとして次のように加える。

l県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



5８

議第11o号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
近
江
富
士
花
緑
公
園
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。．・

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立近江富士花緑公園の設置および管理に関する条例（平成４年滋賀県条例第15号）の一

部を次のように改正する。

別表第１項の表中「2,390」を「２，５１０」に、「3,600」を「3,780」に、「１回」を「２時

間」に、「２９０」を「３００」に、「４７０」を「４９０」に、「３６０」を「３８０」に改め、別表第２

項の表中「14,200」を「14,900」に、「７００」を「７４０」に改め、同項の次に次の１項を加える。

３バーベキュー施設１サイトにつき１，４００円

別表中注７を注８とし、注６を注７とし、注５を注６とし、注４を注５とし、注３を注４とし、

注２を注３とし、注ｌを注２とし、注lとして次のように加える。

１県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。



5９

議第111号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
公
共
港
湾
施
設
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田 由紀子

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県公共港湾施設の設置および管理に関する条例（昭和39年滋賀県条例第54号）の一部を次

のように改正する。

別表第２第１項の表中「19円」を「20円」に、「２１０円」を「２２０円」に、「１航海につき

500円」を「ｌ航海につき５３０円」に、「６６０円」を「６９０円」に、「１，０５０円」を「１，１００

円」に、「1,780円」を「１，８７０円」に、「２，５１０円」を「2,640円」に、「１，２３０円」を「１，２９０

円」に、「６４０円」を「６７０円」に、「１平方メートルごとに１月につき１００円」を「１平方

メートルごとに１月につき１１０円」に、「３１０円」を「３３０円」に、「90円」を「１００円」に、

「３，９７０円」を「４，１７０円」に、「４，１８０円」を「４，３９０円」に、「１，１５０円」を「１，２１０円」

に、「１，６７０円」を「１，７５０円」に、「５７０円」を「６００円」に、「27円」を「28円」に、「１，８５０

円」を「1,900円」に、「１，２５０円」を「1,300円」に改め、別表第２第２項注２中「２割」を

「５割」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



6０

議第112号

議
第
皿
号
滋
賀
県
都
市
公
園
条
例
の

滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県都市公園条例の一部を改正する条例

滋賀県都市公園条例（昭和53年滋賀県条例第13号）の一部を次のように改正する。

「 「

序｡蕊
「

別表第１中 会議室を に、

」ヨ

ﾖに…

「

｢２，３００」に、「７００」を「７４０」に、「６５０」を「６８０」に、

三 に、「６００」を「６３０」に、「９００」1人１回につき 3２０

」



6１

を「９５０」に、「２７０」を「２８０」に、「３３０」を「３５０」に、「４８０」を「５００」に改め、同

項中注４を注５とし、注３を注４とし、注２を注３とし、注１を注２とし、注１として次のよう

に加える。

１県外居住者については、水泳プールの使用を除き、この表に定める額の５割に相当す

る額を加算した額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

議
第
皿
号
滋
賀
県
都
市
公
園
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



6２

議第113号

議
第
川
号

滋賀県琵琶湖流域下水道条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。，

平成20年６月24日

滋賀県知事

滋
賀
県
琵
琶
湖
流
域
下
水
道
条
例
の

嘉田由紀子

滋賀県琵琶湖流域下水道条例の一部を改正する条例

滋賀県琵琶湖流域下水道条例（昭和57年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正する。部
を
改
正
す
る
条
例
案

「

ﾌァ

ス
コ

卜
（
オ
ム

別表第２第１項第１号の表テニスコート（ハードコート）の項を削り、同表中 を

．

卜
、=”

」

「

ﾗア

ス
コ に、「幼稚園等が」を「幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校等また

卜

」

「

はこれらに関係のある団体（以下「幼稚園等」という。）が」に、 同平日



6３

「

議
第
皿
号
滋
賀
県
琵
琶
湖
流
域
下
水
道
条
例
の

を660 に、「270」を「280」

」 」

に、「３３０」を「３５０」に、「４８０」を「５００」に、「６００」を「６３０」に、

に、「９２０」を「９７０」に、「１，０３０」を「１，０８０」に、「２２０」を「２３０」

号の表中「１，６５０」を「１，７３０」に、「２，２００」を「２，３１０」に、「３，７５０」

「７００」を「７４０」

に改め、同項第２

を「３，９４０」に、

「 「

に、「22,500」を「23,600」に、「30,000」を5,000 5,250

」 」

を「31,500」に、「45,000」を「47,300」に、「60,000」を「63,000」に、「８１０」を「８５０」に、

「１，０８０」を「１，１３０」に、「１，１７０」を「１，２３０」に、「1,560」を「１，６４０」に、「３，６００」

を「３，８００」に、「４，８００」を「５，０００」に、「５，４００」を「５，７００」に、「７，２００」を「７，６００」

に、「9,600」を「10,100」に、「10,800」を「11,300」に、「14,400」を「15,100」に、「19,200」

を「20,200」に、「21,600」を「22,700」に、「28,800」を「30,200」に改め、同項第３号の表

中「９９０」を「1,040」に、「１，３２０」を「1,390」に、「1,760」を「１，８５０」に、「１，１７０」

を「１，２３０」に、「１，５６０」を「１，６４０」に、「１，６５０」を「１，７３０」に、「２，２００」を「２，３１０」

に、「2,100」を「２，２１０」に、「2,800」を「2,940」に、「３，２１０」を「３，３７０」に、「4,160」

を「4,370」に改め、同項第４号の表中「760」を「800」に、「８７０」を「９１０」に、「600

円」を「６３０円」に改め、別表第２第２項の表中「３３０」を「３５０」に、「440」を「460」に、

「６６０」を「690」に、「８８０」を「９２０」に改め、別表第２注２中「（10円未満の端数が生じ

たときは、これを１０円とする。）」を削る。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、別表第２第１項第１号の表の改正規定

（「２７０」を「２８０」に、「３３０」を「３５０」に、「４８０」を「５００」に、「６００」を「６３０」

に、「７００」を「７４０」に、「９２０」を「９７０」に、「１，０３０」を「１，０８０」に、「２２０」を

「２３０」に改める部分を除く。）は、公布の日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

平日 1面２時間につき６６０
円



6４

議第114号

議
第
川
号
滋
賀
県
立
水
環
境
科
学
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立水環境科学館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。，

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立水環境科学館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立水環境科学館の設置および管理に関する条例（平成５年滋賀県条例第16号）の一部を

次のように改正する。

別表第１項の表中「３，２７０」を「３，４３０」に、「４，３６０」を「４，５８０」に、「２，９５０」を

「３，１００」に、「３，９２０」を「４，１２０」に改め、別表第２項の表中「３５０」を「３７０」に、

「１８０」を「１９０」に改め、別表中性４を注５とし、注３を注４とし、注２を注３とし、注２と

して次のように加える。

２県外居住者については、浴室を除き、この表に定める額の５割に相当する額を加算し

た額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



6５

議第115号

議
第
岫
号
滋
賀
県
立
芸
術
劇
場
び
わ
湖
ホ

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの設置および管理に関する条例（平成９年滋賀県条例第42号）

の一部を次のように改正する。

第３条第３項第１号中「毎月の第１火曜日および第３火曜日」を「火曜日」に改め、同項に次

の１号を加える。

（３）１２月29日から翌年の１月３日までの日

別表第１項の表中「94,500」を「99,200」に、「189,000」を「198,500」に、「210,000」

を「220,500」に、「420,000」を「441,000」に、「136,500」を「143,300」に、「252,000」

を「264,600」に、「294,000」を「308,700」に、「588,000」を「617,400」に、「367,500」

を「385,900」に、「840,000」を「882,000」に、「42,000」を「44,100」に、「84,000」を

「88,200」に、「63,000」を「66,200」に、「126,000」を「132,300」に、「147,000」を

「154,400」に、「283,500」を「297,700」に、「220,500」を「231,500」に、「13,700」

を「14,400」に、「27,300」を「28,700」に、「31,500」を「33,100」に、「21,000」を「22,100」

に、「41,000」を「43,100」に、「47,300」を「49,700」に、「60,900」を「63,900」に、

「71,400」を「75,000」に、「７，４００」を「７，８００」に、「15,800」を「16,600」に、「10,500」

ル
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案

「 「

を「11,000」に、 に、「24,200」を「25,400」に、「1,580」を2０，０００ ２１，０００

」 」

｢１，６６０」に、「３，１５０」を「３，３１０」に、「３，６８０」を「３，８６０」に、「７，３５０」を「７，７２０」

「９５０」を「１，０００」に、「１，７９０」を「１，８８０」に、「２，１００」を「２，２１０」に、、

を
に
？
‐
‐

「

に、「１，２６０」を「１，３２０」に、「２，５２０」を「２，６５０」を4,200 4,410

」 」

に、「２，９４０」を「３，０９０」に、「5,780」を「6,070」に、「12,600」を「13,200」に、「45,200」

を「47,500」に改め、同項中注７を注８とし、注６を注７とし、注５を注６とし、同項注４中

「正午」を「午前９時以前および正午」に改め、同項中注４を注５とし、注３を注４とし、注２

を注３とし、注２として次のように加える。



6６

議
第
咄
号
滋
賀
県
立
芸
術
劇
場
び
わ
湖
ホ

２県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額（大ホールにあっては、

２割５分に相当する額）を加算した額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、別表第１項注４の改正規定は、平成２０

年1o月１日から施行する。

ル
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



6７

議第116号

議
第
Ⅲ
号

しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田

し
が
県
民
芸
術
創
造
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

由紀子

しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

しが県民芸術創造館の設置および管理に関する条例（平成17年滋賀県条例第42号）の一部を次

のように改正する。

別表中「12,000」を「12,600」に、「20,700」を「21,700」に、「30,600」を「32,100」に、

「46,900」を「49,200」に、「58,900」を「61,800」に、「２，３９０」を「２，５１０」に、「３，９２０」

を「４，１２０」に、「６，３１０」を「６，６３０」に、「４，６９０」を「４，９２０」に、「７，８５０」を「８，２４０」

に、「12,540」を「13,160」に、「７，７４０」を「８，１３０」に改め、同表中性８を注９とし、注７

を注８とし、注６を注７とし、注５を注６とし、注４を注５とし、注３を注４とし、注２を注３

とし、注ｌを注２とし、注１として次のように加える。

１県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



6８

議第117号

議
第
Ⅲ
号

滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。,

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
立
県
民
交
流
セ
ン
タ

の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立県民交流センターの設置および管理に関する条例（平成10年滋賀県条例第35号）の一

部を次のように改正する。

別表第１項第１号の表中「18,900」を「19,800」に、「25,200」を「26,500」に、「46,200」

を「48,500」に、「65,100」を「68,300」に、「２，８４０」を「２，９８０」に、「３，７８０」を「３，９７０」

に、「5,460」を「５，７３０」に、「８，３００」を「８，７１０」に改め、同項第２号の表中「28,400」

を「29,800」に、「37,800」を「39,700」に、「２，２１０」を「２，３２０」に、「２，９４０」を「3,090」

に、「4,100」を「４，３１０」に、「５，４６０」を「５，７３０」に、「２，８４０」を「２，９８０」に、「３，７８０」

を「３，９７０」に、「５，９９０」を「６，２９０」に、「７，９８０」を「８，３８０」に、「７，２５０」を「７，６１０」

に、「９，６６０」を「10,140」に、「９，４５０」を「９，９２０」に、「12,600」を「13,230」に、

「７，５６０」を「７，９４０」に、「10,080」を「10,580」に、「２，５２０」を「２，６５０」に、「３，３６０」

を「３，５３０」に改め、同項中性６を注７とし、注５を注６とし、注４を注５とし、注３を注４と

し、注２を注３とし、注１を注２とし、注１として次のように加える。

l県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



6９

議第118号

議
第
Ⅲ
号

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋
賀
県
希
望
が
丘
文
化
公
園
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県希望が丘文化公園の設置および管理に関する条例（昭和46年滋賀県条例第53号）の一部

を次のように改正する。

別表第１項第１号の表中「4,940」を「5,190」に、「8,400」を「８，８２０」に、「4,040」

を「４，２４０」に、「５，２４０」を「5,500」に、「２，６１０」を「２，７４０」に、「４，２５０」を「４，４６０」

に、「2,840」を「２，９８０」に、「４，５９０」を「４，８２０」に、「４，４６０」を「４，６８０」に、「６，５４０」

を「６，８７０」に、「１，５２０」を「1,600」に、「１，９６０」を「２，０６０」に、「１，０３０」を「１，０８０」

に、「１，７４０」を「１，８３０」に、「７００」を「７４０」に、「３８０」を「４００」に、「１，２００」を

「1,260」に、「2,210」を「2,320」に、「650」を「680」に改め、同項第２号の表中「２１０」

を「２２０」に、「２７０」を「２８０」に、「３８０」を「４００」に、「３３０」を「３５０」に、「４８０」

を「５００」に、「４７０」を「４９０」に改め、同項注７中「５，５３０円」を「５，８００円」に改め、別

表第２項中「４２０円」を「４４０円」に、「１１０円」を「１２０円」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



7０

議第119号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。。

平成20年６月24日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県病院事業の設置等に関する条例（昭和51年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正

する。

別表第２使用料の表中「２，０００」を「２，１００」に改め、別表第２手数料の表中「１，４７０」を

「１，５４０」に、「２，３１０」を「２，４３０」に、「３，０５０」を「３，２００」に、「７４０」を「７６０」に、

「１，３７０」を「１，４４０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



7１

議第120号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
青
少
年
宿
泊
研
修
所
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立青少年宿泊研修所の設置および管理に関する条例（昭和46年滋賀県条例第58号）の一

部を次のように改正する。

別表中「９３０」を「９８０」に、「５３０」を「５６０」に、「４１０」を「４３０」に、「１，１１０」を

「１，１７０」に、「２３０」を「２４０」に、「４６０」を「４８０」に、「５８０」を「６１０」に、「８２０」

を「８６０」に、「１，２９０」を「１，３５０」に、「５４０」を「５７０」に、「７００」を「７４０」に、

「９２０」を「９７０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



7２

議第121号

議
第
皿
号
滋
賀
県
立
近
代
美
術
館
条
例
の

滋賀県立近代美術館条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立近代美術館条例の一部を改正する条例

滋賀県立近代美術館条例（昭和59年滋賀県条例第20号）の一部を次のように改正する。

第２条第３号中「ギャラリー」の右に「およびミニギヤラリー（以下「ギャラリー等」とい

う。）」を加える。

第５条の見出しならびに同条第１項および第２項第５号、第７条の見出しおよび同条第６号な

らびに第９条第３項中「ギャラリー」を「ギャラリー等」に改める。

付則

１この条例は、平成20年10月１日から施行する。

２滋賀県使用料および手数料条例（昭和24年滋賀県条例第18号）の一部を次のように改正する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案

「 「
円

に改め、同項の表別表第28第３項中 を16,300円 1６，３００

」」

に次のように加える。

ニギャラリ 同

へ
「
へ 1，０００



7３

議第122号

議
第
皿
号
滋
賀
県
立
文
化
産
業
交
流
会
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立文化産業交流会館の設置および管理に関する条例（昭和63年滋賀県条例第26号）の一

部を次のように改正する。

別表第１項の表中「39,200」を「41,200」に、「68,800」を「72,200」に、「82,900」を「87,000」

に、「136,400」を「143,200」に、「175,600」を「184,400」に、「33,800」を「35,500」

に、「60,000」を「63,000」に、「71,900」を「75,500」に、「117,800」を「123,700」に、

「151,600」を「159,200」に、「45,900円」を「48,200円」に、「26,200」を「27,500」に、

「 「

に、「55,600」を「58,400」に、「90,600」を「95,100」に、を

部
を
改
正
す
る
条
例
案

45,900 48,200

」」

「 「

｢116,800」を「122,600」に、 に、「14,200」を「14,900」を 9,7009,200

」 」

に、「19,600」を「20,600」に、「30,600」を「32,100」に、「39,800」を「41,800」に、

「８，２００」を「８，６００」に、「12,000」を「12,600」に、「17,400」を「18,300」に、「26,300」

を「27,600」に、「34,500」を「36,200」に、「６，５００」を「６，８００」に、「９，３００」を「９，８００」

に、「13,100」を「13,800」に、「26,100」を「27,400」に、「９，８１０」を「10,300」に、「18,000」

を「18,900」に、「27,810」を「29,200」に、「８，５１０」を「８，９４０」に、「15,600」を「16,380」

に、「24,110」を「25,320」に、「6,540」を「６，８７０」に、「18,540」を「19,470」に、「5,880」

を「６，１７０」に、「９，６６０」を「10,140」に、「15,540」を「16,310」に、「５，１００」を「５，３６０」

に、「８，３８０」を「8,800」に、「13,470」を「14,160」に、「３，９２０」を「４，１２０」に、「６，４４０」

を「６，７６０」に、「10,360」を「10,880」に改め、同表に次のように加える。

入場料等を

徴収する場

合
第

３



7４

議
第
伽
号
滋
賀
県
立
文
化
産
業
交
流
会
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案

別表第１項中注10を注11とし、注９を注10とし、注８を注９とし、注７を注８とし、注６を注

７とし、注５を注６とし、注４を注５とし、注３を注４とし、注２を注３とし、注１を注２とし、

注１として次のように加える。

１県外居住者については、この表に定める額の５割に相当する額を加算した額とする。

別表第２項の表中「20,400」を「21,400」に、「20,800」を「21,800」に、「20,300」を「21,300」

に、「23,300」を「24,500」に､119,900」を「20,900」に、「21,600」を「22,700」に、「20,000」

を「21,000」に、「20,900」を「21,900」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。ただし、別表第１項の表に第３会議室の項から

第５会議室の項までを加える改正規定は、平成20年10月１日から施行する。

同
入場

額が

料等の

1，０００

円以下の場

合

1，２４０ トトlMⅡ 3，２８０

入場料等を徴収しない場合 960 960 960 1，５６０ 2,520

第
４
会
議
室

入場料等を

徴収する場

合

入場料等の

額が1,000

円を超える

場合

入場料等の

額が１，０００

円以下の場

合

入場料等を徴収しない場合

1，６１０

1,400

1，０７０

1，６１０

1，４００

1，０７０

1，６１０

1，４００

1，０７０

2,650

2,290

1，７６０

4,260

3,690

2,830

第
５
会
議
室

入場料等を

徴収する場

合

入場料等の

額が１，０００

円を超える

場合

入場料等の

額が１，０００

円以下の場

合

入場料等を徴収しない場合

3，１９０

2,770

2，１３０

3，１９０

2,770

2，１３０

3，１９０

2,770

2，１３０

5,260

4,560

3,510

8,450

7，３３０

5,640



7５

議第123号

議
第
皿
号
滋
賀
県
立
安
士
城
考
古
博
物
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立安土城考古博物館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立安士城考古博物館の設置および管理に関する条例（平成４年滋賀県条例第23号）の一

部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表（第６条、第12条関係）

１常設展示

部
を
改
正
す
る
条
例
案

２特別展示知事がその都度別に定める額

注１６５歳以上の者（県内に居住する者に限る。）、障害者（障害者基本法（昭和45年法律

第84号）第２条に規定する障害者をいう。）、小学校、中学校もしくは中等教育学校（前

期課程に限る。）の児童もしくは生徒またはこれらに準ずる者および６歳以下の未就学

者が常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とする。

２県内の高等学校もしくは中等教育学校（後期課程に限る。）の生徒またはこれらに準

ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者については、無料とす

る。

３県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として常設展示を観覧する場合は、これらの者の引率者１こつ

区分 金額

個人

高等学校、中等教育学校（後期課程に

限る。）もしくは大学の生徒もしくは

学生またはこれらに準ずる者（以下

｢生徒等」という。）

その他の者

1人１回につき２５０

円

同４５０

団体

(20人

以上）

生徒等

その他の者

同２００

同３６０



7６

いては、無料とする。

４県内の小学校、中学校、高等学校もしくは中等教育学校の児童もしくは生徒またはこ

れらに準ずる者が学校行事として特別展示を観覧する場合は、これらの者およびその引

率者についてはｗ無料とする。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

議
第
伽
号
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



7７

議第124号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
長
浜
涙

滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田 由紀子

ム
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立長浜ドームの設置および管理に関する条例（平成４年滋賀県条例第24号）の一部を次

のように改正する。

別表第１項第１号の表中「6,000」を「6,300」に、「9,270」を「９，７３０」に、「12,000」

を「12,600」に、「18,500」を「19,400」に、「23,900」を「25,100」に、「42,500」を「44,600」

に、「65,400」を「68,700」に、「85,200」を「89,500」に、「37,100」を「39,000」に、「４８，０００」

を「50,400」に、「120,000」を「126,000」に、「185,000」を「194,000」に、「239,000」

を「251,000」に、「1,740」を「１，８３０」に、「２，３９０」を「２，５１０」に、「２，９５０」を「３，１００」

に、「4,460」を「４，６８０」に、「５，８９０」を「６，１８０」に、「３，５００」を「３，６８０」に、「４，１５０」

を「4,360」に、「1,200」を「1,260」に、「1,960」を「2,060」に改め、同項第２号アの

表中「２１０」を「２２０」に、「３３０」を「３５０」に、「４８０」を「５００」に改め、同号イの表中

「２１０」を「220」に、「２，１００」を「２，２００」に、「３３０」を「３５０」に、「3,300」を「３，５００」

に、「480」を「500」に、「4,800」を「５，０００」に改め、別表第２項第１号の表中「２，６１０」

を「２，７４０」に、「７００」を「７４０」に、「３，３８０」を「３，５５０」に、「４，２５０」を「４，４６０」に、

「１，９６０」を「２，０６０」に、「480」を「500」に、「3,160」を「３，３２０」に改め、同項第２

号の表中「２，０７０」を「２，１７０」に、「２，６１０」を「２，７４０」に、「３，１６０」を「３，３２０」に、

「４，８００」を「５，０４０」に、「６，８８０」を「７，２１０」に、「１，８５０」を「１，９４０」に、「２，５１０」

を「２，６４０」に、「３，０６０」を「３，２１０」に、「４，５９０」を「４，８２０」に、「６，４４０」を「６，７６０」

に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



7８

議第125号

議
第
剛
号
滋
賀
県
立
体
育
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立体育館の設置および管理に関する条例（昭和45年滋賀県条例第57号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第１項第１号の表中「6,000」を「6,300」に、「９，２７０」を「9,730」に、「12,000」

を「12,600」に、「18,500」を「19,400」に、「23,900」を「25,100」に、「42,500」を「44,600」

に、「65,400」を「68,700」に、「85,200」を「89,500」に、「37,100」を「39,000」に、「４８，０００」

を「50,400」に、「60,000」を「63,000」に、「92,700」を「97,300」に、「120,000」を

「126,000」に、「185,000」を「194,000」に、「239,000」を「251,000」に、「３，０６０」を

「３，２１０」に、「４，６９０」を「４，９２０」に、「21,700」を「22,800」に、「32,700」を「34,300」

に、「30,600」を「32,100」に、「46,900」を「49,200」に改め、同項第２号の表中「２１０」を

「220」に、「330」を「350」に、「４８０」を「500」に改め、別表第２項の表中「2,070」

を「２，１７０」に、「３，３８０」を「３，５５０」に、「４，０４０」を「４，２４０」に、「１，２００」を「１，２６０」

に、「１，７４０」を「１，８３０」に、「１，９６０」を「２，０６０」に、「２，５１０」を「２，６４０」に、

「３，８１０」を「4,000」に、「４，４６０」を「４，６８０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



7９

議第126号

議
第
伽
号
滋
賀
県
立
栗
東
体
育
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田 由紀子

滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立栗東体育館の設置および管理に関する条例（平成６年滋賀県条例第45号）の一部を次

のように改正する。

別表第１項第１号の表中「６，０００」を「6,300」に、「９，２７０」を「９，７３０」に、「12,000」

を「12,600」に、「18,500」を「19,400」に、「23,900」を「25,100」に、「42,500」を「44,600」

に、「65,400」を「68,700」に、「85,200」を「89,500」に、「37,100」を「39,000」に、「48,000」

を「50,400」に、「60,000」を「６３，０００」に、「92,700」を「97,300」に、「120,000」を

「126,000」に、「185,000」を「194,000」に、「239,000」を「251,000」に改め、同項第

２号中「４８０円」を「５００円」に改め、同項第３号の表中「４，３６０」を「4,580」に、「7,090」

を「７，４４０」に、「８，７３０」を「９，１７０」に、「14,200」を「14,900」に、「17,400」を「18,300」

に改め、同項第４号の表および別表第２項の表中「２１０」を「２２０」に、「2,100」を「2,200」

に、「３３０」を「３５０」に、「３，３００」を「３，５００」に、「４８０」を「５００」に、「４，８００」を

「５，０００」に改め、別表第３項の表中「２，３９０」を「２，５１０」に、「３，５００」を「３，６８０」に、

「４，１５０」を「4,360」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



8０

ｑ

議
第
町
号
滋
賀
県
立
武
道
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

議第127号

滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。,

平成20年６月24日．

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立武道館の設置および管理に関する条例（平成５年滋賀県条例第19号）の一部を次のよ

うに改正する。

別表第１項第１号の表中「6,000」を「6,300」に、「９，２７０」を「９，７３０」に、「12,000」

を「12,600」に、「18,500」を「19,400」に、「23,900」を「25,100」に、「42,500」を「44,600」

に、「65,400」を「68,700」に、「85,200」を「89,500」に、「37,100」を「39,000」に、「48,000」

を「50,400」に、「60,000」を「63,000」に、「92,700」を「97,300」に、「120,000」を

「126,000」に、「185,000」を「194,000」に、「239,000」を「251,000」に、「１，７４０」

を「１，８３０」に、「２，８４０」を「２，９８０」に、「３，５００」を「３，６８０」に、「５，６８０」を「５，９６０」

に、「６，９８０」を「７，３３０」に、「10,800」を「11,300」に、「14,200」を「14,900」に、「17,400」

を「18,300」に、「28,400」を「29,800」に、「35,000」を「36,800」に、「56,800」を「59,600」

に、「69,800」を「73,300」に改め、同項第２号の表中「２１０」を「220」に、「330」を「350」

に、「４８０」を「５００」に改め、別表第２項の表中「３，５００」を「３，６８０」に、「４，６９０」を

「４，９２０」に、「５，８９０」を「６，１８０」に、「２，３９０」を「２，５１０」に、「４，１５０」を「４，３６０」

に、「１，５１０」を「1,590」に、「1,740」を「１，８３０」に、「２，０７０」を「２，１７０」に改め、

別表第３項の表中「３２０」を「340」に、「1.60」を「１７０」に、「１００」を「１１０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



8１

議第12s号

議
第
伽
号
滋
賀
県
立
ス
ポ
ー
ツ
会
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立スポーツ会館の設置および管理に関する条例（昭和59年滋賀県条例第33号）の一部を

次のように改正する。

別表第１項の表中「６００」を「６３０」に、「７６０」を「８００」に、「８２０」を「８６０」に、

「1,080」を「1,130」に改め、別表第２項の表中「3,500」を「3,680」に、「430」を「450」

に、「４，３００」を「４，５００」に、「５，２４０」を「５，５００」に、「６５０」を「６８０」に、「６，５００」

を「6,800」に改め、別表第３項第１号の表中「2,720」を「2,860」に、「3,380」を「3,550」

に、「4,150」を「4,360」に、「５，４５０」を「５，７２０」に、「６，１００」を「６，４１０」に、「６，８８０」

を「７，２２０」に、「８，１８０」を「８，５９０」に改め、同項第２号の表中「２１０」を「２２０」に、

「３３０」を「３５０」に、「４８０」を「５００」に改め、別表第４項の表中「１，４２０」を「１，４９０」

に、「２，０７０」を「２，１７０」に、「２，７２０」を「２，８６０」に改め、別表第５項の表中「１，３００」

を「１，３７０」に、「２７０」を「２８０」に、「１，５２０」を「１，６００」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。



8２

議第129号

議
第
朋
号
滋
賀
県
立
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立アイスアリーナの設置および管理に関する条例（平成12年滋賀県条例第21号）の一部

を次のように改正する。

別表第１項第１号の表中「10,500」を「11,000」に、「21,000」を「22,100」に、「73,500」

を「77,200」に、「42,000」を「44,100」に、「１０５，０００」を「110,000」に、「210,000」を

「221,000」に改め、同項第２号の表中「５３０」を「５６０」に、「５，３００」を「５，６００」に、

「６３０」を「660」に、「６，３００」を「6,600」に、「８４０」を「８８０」に、「８，４００」を「８，８００」

に、「１，０５０」を「１，１００」に、「10,500」を「１１，０００」に、「１，２６０」を「１，３２０」に、「12,600」

を「13,200」に、「１，４７０」を「１，５４０」に、「14,700」を「15,400」に、「４２０」を「４４０」

「 「

に、「６７０」を「700」に、「１，０１０」をに、 500’ 530

」 」

を「1,060」に、「1,180」を「1,240」に改め、同項中性10を注11とし、注９を注10とし、注

８を注９とし、注７を注８とし、注６を注７とし、注５を注６とし、注４を注５とし、注３を注

４とし、注２を注３とし、注２として次のように加える。

２県外居住者が貸切り使用をする場合は、この表に定める額の５割に相当する額を加算

した額とする。

別表第２項第１号の表中「6,000」を「6,300」に、「９，２７０」を「９，７３０」に、「12,000」

を「12,600」に、「18,500」を「19,400」に、「23,900」を「25,100」に、「42,500」を「44,600」

に、「65,400」を「68,700」に、「85,200」を「89,500」に、「37,100」を「39,000」に、「48,000」

を「50,400」に、「60,000」を「63,000」に、「92,700」を「97,300」に、「１２０，０００」を

「126,000」に、「185,000」を「194,000」に、「239,000」を「251,000」に改め、同項第

２号の表中「２１０」を「２２０」に、「３３０」を「３５０」に、「４８０」を「500」に改め、別表第

３項第１号の表中「740」を「780」に、「530」を「560」に改・め、同項第２号の表中「2,070」

を「２，１７０」に、「３，３８０」を「３，５５０」に、「4,040」を「４，２４０」に、「１，２００」を「１，２６０」

に、「１，７４０」を「１，８３０」に、「１，９６０」を「２，０６０」に改める。

付則

刃!■



8３

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 議
第
ｎ
号
滋
賀
県
立
ア
イ
ス
ア
リ
ー
ナ
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

Ｉ

鹿１－￣



8４

議第130号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
彦
根
総
合
運
動
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立彦根総合運動場の設置および管理に関する条例（昭和44年滋賀県条例第43号）の一部

を次のように改正する。

別表第１項第１号の表中「２，９５０」を「3,100」に、「４，３６０」を「４，５８０」に、「5,890」

を「６，１８０」に、「８，７３０」を「9,170」に、「15,200」を「16,000」に、「21,700」を「22,800」

に、「12,000」を「12,600」に、「17,400」を「18,300」に、「29,500」を「31,000」に、「43,600」

を「45,800」に、「58,900」を「61,800」に、「87,300」を「91,700」に改め、同項第２号の表

中「２１０」を「220」に、「２７０」を「280」に、「３８０」を「４００」に改め、別表第２項の表

中「４，２５０」を「４，４６０」に、「6,100」を「６，４１０」に、「８，５２０」を「８，９５０」に、「12,000」

を「12,600」に、「17,400」を「18,300」に、「35,000」を「36,800」に、「49,000」を「51,500」

に、「69,800」を「73,300」に、「16,300」を「17,100」に、「23,900」を「25,100」に、「98,200」

を「１０３，０００」に、「142,000」を「149,000」に、「196,000」を「206,000」に、「284,000」

を「298,000」に改め、別表第３項第１号の表中「4,360」を「4,580」に、「6,440」を「6,760」

に、「８，７３０」を「9,170」に、「13,000」を「13,700」に、「26,100」を「27,400」に、「39,200」

を「41,200」に、「17,400」を「18,300」に、「53,400」を「56,100」に、「77,400」を「81,300」

に、「107,000」を「112,000」に、「152,000」を「160,000」に、「２，１７０」を「２，２８０」

に、「３，２７０」を「３，４３０」に、「10,700」を「11,200」に、「21,700」を「22,800」に、「22,900」

を「24,000」に、「44,600」を「46,800」に、「43,600」を「45,800」に、「89,500」を「94,000」

に、「５，４５０」を「５，７２０」に、「７，０９０」を「７，４４０」に、「７，７４０」を「８，１３０」に、「９，３９０」

を「９，８６０」に、「14,200」を「14,900」に、「18,500」を「19,400」に、「27,200」を「28,600」

に、「35,000」を「36,800」に、「15,200」を「１６，０００」に、「54,500」を「57,200」に、「70,900」

を「74,400」に、「108,000」を「113,000」に、「１４２，０００」を「149,000」に、「52,400」

を「55,000」に、「87,300」を「91,700」に、「103,000」を「108,000」に、「174,000」を

「183,000」に、「217,000」を「228,000」に改め、同項第２号の表中「２７０」を「280」に、

「２，７００」を「２，８００」に、「３３０」を「３５０」に、「３，３００」を「３，５００」に、「４８０」を「５００」

に、「４，８００」を「５，０００」に、「３８０」を「４００」に、「３，８００」を「４，０００」に、「４３０」

部
を
改
正
す
る
条
例
案



8５
議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
彦
根
総
合
運
動
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
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例
の

を「４５０」に、「４，３００」を「４，５００」に、「６５０」を「６８０」に、「６，５００」を「６，８００」に

改め、別表第４項の表中「５４０」を「５７０」に、「820」を「８６０」に、「１，０８０」を「１，１３０」

に、「１，６３０」を「１，７１０」に、「２，１７０」を「２，２８０」に、「２，７２０」を「２，８６０」に、「４，０４０」

を「４，２４０」に、「５，４５０」を「５，７２０」に、「２，６１０」を「２，７４０」に、「３，９２０」を「４，１２０」

に、「5,240」を「５，５００」に、「７，８６０」を「８，２５０」に、「10,500」を「１１，０００」に、「13,000」

を「13,700」に、「19,600」を「20,600」に、「26,100」を「27,400」に、「39,200」を「41,200」

に、「52,400」を「55,000」に改め、別表第５項の表中「1,300」を「１，３７０」に、「２１０」を

「２２０」に、「１，９６０」を「２，０６０」に、「１，５２０」を「１，６００」に、「２７０」を「２８０」に改

め、別表第６項第１号の表中「１，２００」を「１，２６０」に、「1,740」を「１，８３０」に改め、同項

第２号の表中「2,390」を「２，５１０」に、「３，５００」を「３，６８０」に、「４，６９０」を「４，９２０」

に、「1,200」を「１，２６０」に改め、同項第３号の表中「２，５１０」を「2,640」に、「３，８１０」

を「４，０００」に、「５，０１０」を「５，２６０」に、「１，３００」を「1,370」に、「1,960」を「2,060」

に改め、同項第４号の表中「１，３００」を「１，３７０」に、「1,960」を「２，０６０」に、「２，２９０」

を「２，４００」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



8６

議第131号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
希
望
が
丘
野
外
活
動
セ
ン
タ

滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立希望が丘野外活動センターの設置および管理に関する条例（昭和45年滋賀県条例第３１

．号）の一部を次のように改正する。

別表中「３５０」を「３７０」に、「４１０」を「４３０」に、「５８０」を「６１０」に、「２６０」を

「２７０」に、「５３０」を「５６０」に、「３２０」を「３４０」に、「９３０」を「９８０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案

一軍誼



8７

議第132号

そ
う

議
第
伽
号
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
漕
艇
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

そう

滋賀県立琵琶湖漕艇場の設置および管理Iこ関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

嘉 田由紀子滋賀県知事

そう

滋賀県立琵琶湖漕艇場の設置および管理}こ関する条例の一部を改正する条例
そう

滋賀県立琵琶湖漕艇場の設置および管理に関する条例.(昭禾ﾛ46年滋賀県条例第29号）の一部を

次のように改正する。

罫に二
」

「

別表第１項の表中「１９０」を「２００」に、 同 2７０

に、「１７０」を「１８０」に、「２３０」を「２４０」に、「１４０」を「１５０」同 280

」 部
を
改
正
す
る
条
例
案

に、「７００」を「７４０」に、「８２０」を「８６０」に、「４８０」を「５００」に、「３８０」を「４００」

「「

1本２時間につきに、「２，８４０」を「２，９８０」に、 1本２時間につき２７０ を

」

工｣にＭｏｋＭ川にＪＭ岫螂川に改め別表第,項①
表中「１，３００」を「１，３７０」に、「２１０」を「２２０」に、「１，５２０」を「１，６００」に、「２７０」

を「２８０」に改め、別表第３項の表中「１，４２０」を「1,490」に、「１，９６０」を「2,060」に、

「２，５１０」を「２，６４０」に、「９２０」を「９７０」に、「1,200」を「１，２６０」に改め、別表注３

中「（10円未満の端数が生じたときは、これを10円とする。）」を削る。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

■FP--



8８

議
第
伽
号
滋
賀
県
立
比
良
山
岳
セ
ン
タ

議第133号

滋賀県立比良山岳センターの設置および管理に関する条例の－部を改正する条例案

上記の議案を提出する。,

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

滋賀県立比良山岳センターの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立比良山岳センターの設置および管理に関する条例（昭和57年滋賀県条例第22号）の一

部を次のように改正する。

別表第１項の表中「１，３００」を「１，３７０」に、「３３０」を「３５０」に、「２，０７０」を「２，１７０」

に、「４３０」を「４５０」に改め、別表第２項第１号の表中「１，７４０」を「１，８３０」に、「2,840」

を「２，９８０」に、「３，５００」を「３，６８０」に、「５，６８０」を「５，９６０」に、「12,000」を「12,600」

に、「18,500」を「19,400」に、「６，９８０」を「７，３３０」に、「10,800」を「11,300」に、「17,400」

を「18,300」に、「28,400」を「29,800」に、「35,000」を「36,800」に、「56,800」を「59,600」

に改め、同項第２号の表中「430」を「４５０」に、「６５０」を「６８０」に、「980」を「１，０３０」

に改め、別表第３項の表中「１，３００」を「１，３７０」に、「１，７４０」を「１，８３０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



8９

議第134号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
ラ
イ
フ
ル
射
撃
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立ライフル射撃場の設置および管理に関する条例（昭和57年滋賀県条例第23号）の一部

を次のように改正する。

別表第１項の表中「７，８５０」を「8,240」に、「12,000」を「12,600」に改め、別表第２項の

表中「２１０」を「２２０」に、「３８０」を「４００」に、「２７０」を「２８０」に、「４８０」を「５００」

に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。



9０

議
第
Ｍ
号
滋
賀
県
立
伊
吹
運
動
場
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

議第135号

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田 由紀子

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立伊吹運動場の設置および管理に関する条例（昭和57年滋賀県条例第24号）の一部を次

のように改正する。

別表第１項の表中「1,630」を「1,710」に、「2,170」を「2,280」に、「3,260」を「3,420」

に、「3,270」を「３，４３０」に、「４，３６０」を「４，５８０」に、「６，５３０」を「６，８６０」に、「９，８２０」

を「10,300」に、「１３，０００」を「13,700」に、「19,600」を「20,600」に、「６，５４０」を「６，８７０」

に、「8,730」を「９，１７０」に、「13,100」を「13,800」に、「26,100」を「27,400」に、「39,300」

を「41,300」に改め、別表第２項の表中「160」を「170」に、「２１０」を「220」に、「270」

を「２８０」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

部
を
改
正
す
る
条
例
案



9１

議第136号

議
第
Ⅲ
号
滋
賀
県
立
柳
が
崎
ヨ
ッ
ト
ハ

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

ノミ
滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例の一部を改正する条例

滋賀県立柳が崎ヨットハーバーの設置および管理に関する条例（平成８年滋賀県条例第44号）

の一部を次のように改正する。

別表第１項の表中「1,360,000」を「1,430,000」に、「71,000」を「75,000」に、「94,000」

を「99,000」に、「118,000」を「１２４，０００」に、「６７９，０００」を「713,000」に、「775,000」

を「８１４，０００」に、「40,000」を「４２，０００」に、「54,000」を「57,000」に、「67,000」を

「70,000」に、「388,000」を「407,000」に、「662,000」を「695,000」に、「97,000」を

「102,000」に改め、別表第２項中「１，４２０円」を「1,490円」に改め、同表第３項中「６５０円」

を「６８０円」に改める。

付則

この条例は、平成21年４月１日から施行する。

の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の

部
を
改
正
す
る
条
例
案



9３

議第137号
議
第
Ⅳ
号
契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第５号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第２条の規定に基づき、議決を求める。

１契約の目的琵琶湖流域下水道湖南中部浄化センター建設工事

２契約金額2,523,000,000円

３契約の相手方東京都新宿区四谷三丁目３番１号

日本下水道事業団

理事長石川忠男

0



9４

議
第
Ⅲ
号
契
約
の
締
結
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第138号

契約の締結につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成20年６月２４日

滋賀県知事嘉田由紀子

契約の締結につき議決を求めることについて

次のように請負契約を締結することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項

第５号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和

39年滋賀県条例第11号）第２条の規定に基づき、議決を求める。

１契約の目的琵琶湖流域下水道東北部浄化センター建設工事

２契約金額2,700,000,000円

３契約の相手方東京都新宿区四谷三丁目３番１号

日本下水道事業団

理事長石川忠男



9５

議第139号

議
第
伽
号
財
産
の
取
得
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

財産の取得につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

財産の取得につき議決を求めることについて

次のように財産を取得することにつき、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項第８

号および滋賀県議会の議決に付すべき契約および財産の取得または処分に関する条例（昭和39年

滋賀県条例第11号）第３条の規定に基づき、議決を求める。

財産の種類、数量および取得予定価格

１財産の種類備品

２取得物品および数量ヘリコプターテレピシステム機上設備一式

３取得予定価格179,550,000円

４取得の目的ヘリコプターテレピシステム

(参考）

取得の相手方 大阪府吹田市広芝町９番６号

池上通信機株式会社大阪支店

支店長安田 智



9６

議
第
如
号
大
津
市
の
中
核
市
の
指
定
に
係
る
申
出
に
同
意
す
る
こ
と
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

１ 議第140号

大津市の中核市の指定に係る申出に同意することにつき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。、

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

大津市の中核市の指定に係る申出に同意することにつき議決を求めることについて

大津市から総務大臣に対する中核市の指定に係る申出をすることについて、地方自治法（昭和

22年法律第67号）第２５２条の24第２項の規定により同意を求められたので、これに同意すること

につき、同条第３項の規定に基づき、議決を求める。



9７

議第141号

議
第
腔
号
滋
賀
県
産
業
振
興
新
指
針
の
改
定
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

滋賀県産業振興新指針の改定につき議決を求めることについて

上記の議案を提出する。

平成20年６月24日

滋賀県知事 嘉田由紀子

滋賀県産業振興新指針の改定につき議決を求めることについて

滋賀県産業振興新指針を別冊滋賀県産業振興新指針のとおり改定することにつき、滋賀県行政

に係る基本的な計画の策定等を議会の議決事件として定める条例（平成17年滋賀県条例第37号）

第３条の規定に基づき、議決を求める。



9８

議
第
Ｍ
号
専
決
処
分
に
つ
き
承
認
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

議第142号

専決処分につき承認を求めることについて

上記の議案を提出する。，

平成20年６月24日

滋賀県知事嘉田由紀子

専決処分につき承認を求めることについて

滋賀県税条例の一部を改正する条例の制定については、緊急に処理する必要があり、地方自治

法（昭和22年法律第67号）第１７９条第１項の規定により、次のように専決処分したから、同条第

３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

滋賀県税条例の一部を改正する条例の制定について

次のとおり滋賀県税条例の一部を改正する条例を制定することにつき、地方自治法（昭和22年

法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、専決処分する。

平成20年４月30日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県税条例の一部を改正する条例

滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部を次のように改正する。

第17条第１項第４号中「および県内に事務所、事業所または寮等を有する法人でない社団また

は財団で代表者または管理人の定めのあるもの（第４項に規定するものを除く。以下第29条にお

いて同じ。）」を削り、同条第３項中「法人税法第２条第６号の公益法人等（」を「公益法人等

（法人税法第２条第６号の公益法人等ならびに」に、「法人を含む」を「特定非営利活動法人を

いう」に改め、同条第４項中「含む」を「含む。以下県民税について「人格のない社団等」とい

う」に、「中法人に関する規定」を「の規定」に改める。

第17条の２第３項の表中「第４号」を「第５号」に改める。

第29条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第１項を次のように改める。

法人の均等割の税率は、次の各号に掲げる法人の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

（１）次に掲げる法人年額２０，０００円



9９

アィ去人税法第２条第５号の公共法人および第１7条第３項に規定する公益法人等のうち、法

第25条第１項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの（法人税法別表

第２に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。）

イ人格のない社団等

ウ保険業法（平成７年法律第１０５号）に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または

出資金の額を有しないもの（アおよびイに掲げる法人を除く。）

エ資本金等の額（法人税法第２条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の２に

規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額とし

て施行令第６条の23の２に定めるところにより算定した金額）をいう。以下同じ。）を有

する法人（法人税法別表第２に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよびウ

に掲げる法人を除く。以下この項において同じ。）で資本金等の額が１，０００万円以下であ

るもの

（２）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１，０００万円を超え１億円以下であるもの年

額50,000円

（３）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が１億円を超え10億円以下であるもの年額

130,000円

（４）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの年額

５４０，０００円

（５）資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの年額800,000円

第29条第２項中「もしくは第４号」を削る。

第30条（見出しを含む。）、第31条（見出しを含む。）、第32条（見出しを含む。）、第33条

の見出しならびに同条第１項および第３項ならびに第３4条の見出しおよび同条第１項中「法人等」

を「法人」に改める。

第35条の見出し中「法人等」を「法人」に改め、同条第１項中「法人等」を「法人」に改め、

同項第４号中「法人」を「特定非営利活動法人」に改め、同項第５号を削り、同条第２項中「法

人等」を「法人」に改める。

第39条第２項中「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を削り、「もしくは」を

「または」に改め、「または住宅を新築して譲渡する者で同条第２項に定めるもの」および

「（独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が注文者である家屋の新築にあっては、日本

国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成10年法律第１３６号）第13条第１項第３号

の業務に基づき締結されるものに限る。）」を削り、同条中第３項を削り、第４項を第３項とし、

第５項から第９項までを１項ずつ繰り上げ、同条第10項中「第７項後段」を「第６項後段」に、

「第８項」を「第７項」に改め、同項を同条第９項とし、同条第11項中「独立行政法人緑資源機

構が独立行政法人緑資源機構法（平成14年法律第１３０号）により行う同法第11条第１項第７号イ

の事業および同法附則第８条第１項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律（平
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成11年法律第70号）附則第８条の規定による廃止前の農用地整備公団法（昭和49年法律第43号。

以下「|日農用地整備公団法」という。」を「独立行政法人森林総合研究所が独立行政法人森林総

合研究所法（平成11年法律第198号）附則第９条第１項または第１1条第１項の規定により行う旧

独立行政法人緑資源機構法（平成14年法律第１３０号）第11条第１項第７号イの事業または旧農用

地整備公団法（昭和49年法律第43号」に改め、同項を同条第10項とし、同条中第12項を第11項と

する。・

第39条の２第９項中「もしくは林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫

定措置法（昭和54年法律第51号）第６条第１項第２号の規定により都道府県に対し貸し付けられ

る資金を基礎として行われる資金の貸付け」を削り、同条第16項中「もしくは第９6条の４または

独立行政法人緑資源機構法第16条第２項もしくは同法附則第８条第２項の規定によりなおその効

力を有することとされる１日農用地整備公団法第23条第２項」を「または第９6条の４」に、「準用

する土地改良法」を「準用する同法」に、「、土地改良法」を「、同法」に改める。

第39条の12第１項第４号を削る。

第39条の15第２項、第39条の16第７項、第39条の１６の２第７項および第39条の16の４第７項中

「第39条第９項」を「第39条第８項」に改める。

第39条の16の６第１項中「土地改良区または独立行政法人緑資源機構」を「土地改良区」に、

「もしくは第５3条の３の２第１項の規定または独立行政法人緑資源機構法第16条第２項もしくは

同法附則第８条第２項の規定によりなおその効力を有することとされる旧農用地整備公団法第２３

条第２項において準用するこれら」を「または第５3条の３の２第１項」に改め、同条第２項中

「（独立行政法人緑資源機構法第16条第２項または同法附則第８条第２項の規定によりなおその

効力を有することとされる|日農用地整備公団法第23条第２項において準用する場合を含む。以下

この項において同じ。）」を削り、「土地改良法第53条の３の２第１項第１号」を「同項第１号」

に改め、同条第３項中「もしくは独立行政法人緑資源機構」を削り、同条第８項中「第39条第９

項」を「第39条第８項」に改める。

第39条の17第７項中「第39条第９項」を「第39条第８項」に改める。

第39条の19第１項第６号および第１１４条の12第１項第５号中「法人が」を「特定非営利活動法

人が」に改める。

付則第５条の４第３項中「申告書（」を「県民税住宅借入金等特別税額控除申告書（」に、

「市町民税に関する申告書」を「市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書」に改め、「場合」

の右に「（県民税の納税通知書が送達された後に県民税住宅借入金等特別税額控除申告書が提出

された場合において、当該納税通知書が送達される時までに県民税住宅借入金等特別税額控除申

告書が提出されなかったことについて、市町長においてやむを得ない理由があると認めるときを

含む。）」を加える。

付則第７条の４第１項中「、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」を削り、「もし

くは家屋」を「または家屋」に改め、「もしくは住宅を新築して譲渡する者で同条第２項に規定
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するものまたは住宅を購入して譲渡する者で同条第３項に規定するもの」および「もしくは同条

第３項本文の規定または当該住宅の用に供する土地に係る第39条の12第１項第４号」を削り、

「平成20年３月３１日」を「平成22年３月３１日」に、「これらの規定」を「同項ただし書」に改め、

同条第２項中「平成20年３月３１日」を「平成22年３月３１日」に改める。

付則第８条第１項中「場合」の右に「（当該家屋を第39条の２第９項に規定する貸付けを受け

て取得した場合にあっては、当該交付を受けた額が当該貸付けを受けた額を超える場合に限

る。）」を加え、「平成18年４月１日から平成20年３月３１日まで」を「平成20年４月１日から平

成22年３月３１日まで」に改め、「（当該家屋の取得が第39条の２第９項の規定に該当する場合で

当該交付を受けた額が同項に規定する貸付けを受けた額を超えないときは、価格に当該家屋の取

得価額に対する当該交付を受けた額の割合を乗じて得た額の５分の２に相当する額）」を削り、

同項に後段として次のように加える。

この場合においては、同項の規定は、適用しない。

付則第８条中第２項を削り、第３項を第２項とし、同条第４項中「平成20年３月３１日」を「平

成22年３月３１日」に改め、同項を同条第３項とし、同条中第５項を第４項とし、同条第６項中

「平成20年３月３１日」を「平成22年３月３１日」に改め、同項を同条第５項とし、同条中第７項を

第６項とし、第８項を第７項とし、同条第９項中「平成20年３月３１日」を「平成22年３月３１日」

に改め、同項を同条第８項とし、同条中第10項を第９項とし、第11項を第10項とし、第12項を削

り、同条第13項中「平成20年３月３１日までの間」を「平成22年３月３１日まで」に改め、同項を同

条第11項とし、同条第14項から第16項までを２項ずつ繰り上げ、同条第17項中「平成20年３月３１

日」を「平成22年３月３１日」に改め、同項を同条第15項とし、同条第18項中「平成20年３月３１日」

を「平成22年３月31日」に改め、同項を同条第16項とし、同条第19項中「独立行政法人都市再生

機構が」の右に「密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第３条第１項第１号に

規定する防災再開発促進地区、中心市街地の活性化に関する法律第16条第１項に規定する認定中

心市街地または都市再生特別措置法第２条第３項に規定する都市再生緊急整備地域の区域内にお

いて」を加え、「平成20年３月３１日まで」を「平成20年４月１日から平成22年３月３１日までの問」

に改め、同項を同条第17項とし、同条中第20項から第24項までを２項ずつ繰り上げ、第25項を削

り、第26項を第23項とし、第27項を第24項とし、同条に次の５項を加える。

２５医療法（昭和23年法律第２０５号）第30条の４第１項に規定する医療計画に定められた同条第

２項第２号に掲げる医療連携体制に関する事項に従って周産期医療を提供する同法第１条の２

第２項に規定する医療提供施設の開設者が当該周産期医療のための施設で政令で定めるものの

用に供する不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課

税標準の算定については、当該取得が平成22年３月３１日までに行われたときに限り、当該不動

産の価格の２分の１に相当する額を価格から控除する。

２６中心市街地の活性化に関する法律第16条第１項に規定する認定中心市街地または都市再生特

別措置法第２条第３項に規定する都市再生緊急整備地域もしくは同法第46条第１項に規定する
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都市再生整備計画の区域内において中高層耐火建築物（主要構造部を耐火構造とした建築物ま

たは建築基準法（昭和25年法律第２０１号）第２条第９号の３イもしくはロのいずれかに該当す

る建築物で、地上階数（政令で定めるところにより計算した地上階数をいう。）３以上を有す

るものをいう。）である住宅以外の用途で政令で定めるものに供する家屋（当該家屋の敷地の

用に供する土地の面積が５００平方メートル以上であるものに限る。）が新築された場合におけ

る当該`家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、第６項、第９項、

第10項、第14項、第20項または第２1項の規定の適用がある場合を除き、当該取得が平成22年３

月３１日までに行われたときに限り、当該家屋の価格の10分の1に相当する額を価格から控除す

る。

２７昭和62年４月１日において日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律（平成１０年

法律第１３６号）附則第２条第１項の規定による解散前の日本国有鉄道清算事業団が所有してい

た土地の上に日本貨物鉄道株式会社が日本国有鉄道改革法（昭和61年法律第87号）第22条の規

定により日本国有鉄道から承継した家屋（昭和62年３月３１日において地方税法及び国有資産等

所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律（昭和61年法律第94号）第１

条の規定による改正前の法第348条第２項第２号の規定の適用があったものに限る。以下この

項において「承継家屋」という。）を所有していた場合において、独立行政法人鉄道建設・運

輸施設整備支援機構が行う日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律第13条第１項

第３号の業務に基づき、日本貨物鉄道株式会社が平成22年３月３１日までに当該承継家屋に対応

する家屋を取得したときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定に

ついては、当該承継家屋の固定資産課税台帳に登録された価格（当該承継家屋の価格が固定資

産課税台帳に登録されていない場合にはr総務省令で定める額）を価格から控除する。

２８観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成20年法律第39号）第

５条第１項に規定する協議会の構成員（民法第34条の法人に限る。）が、文化財保護法（昭和

２４年法律第２１４号）の規定によって重要文化財、国宝、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記

念物もしくは特別史跡名勝天然記念物として指定された家屋もしくは当該家屋の敷地の用に供

されている土地、同法第58条第１項に規定する登録有形文化財、同法第90条第３項に規定する

登録有形民俗文化財もしくは同法第１３３条に規定する登録記念物である家屋もしくは当該家屋

の敷地の用に供されている土地、同法第１４４条第１項に規定する重要伝統的建造物群保存地区

の区域内にある家屋で政令で定めるものもしくは当該家屋の敷地の用に供されている土地また

は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和８年法律第43号）第２条第１項の規定により認定

された家屋もしくは当該家屋の敷地の用に供されている士地を取得した場合における当該不動

産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成22年３月

３１日までに行われたときに限り、当該不動産の価格の２分の１に相当する額を価格から控除す

る。

２９長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成20年法律第号）第10条第２号に規定する認
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定長期優良住宅である住宅の新築を平成22年３月３１日までにした場合における第39条の２第１

項の規定の適用については、同項中「住宅の建築」とあるのは「長期優良住宅の普及の促進に

関する法律（平成20年法律第号）第10条第２号に規定する認定長期優良住宅である住宅の新

築」と、「については」とあるのは「については、当該取得が平成22年３月３１日までに行われ

たときに限り」と、「1,200万円」とあるのは「1,300万円」とする。

付則第９条の２第３項中「付則第８条第３項」を「付則第８条第２項」に、「付則第９条第４

項第１号」を「前条第４項第１号」に、「付則第９条第４項の」を「前条第４項の」に改める。

付則第９条の３中「付則第８条第３項」を「付則第８条第２項」に改める。

付則第９条の４中「平成20年３月３１日」を「平成22年３月３１日」に改める。

付則第10条の３第１項中「（電気」を「（電気自動車（電気」に、「附則第５条第１項に規定

するもの、」を「附則第５条第１項に規定するものをいう。以下この条において同じ。）、天然

ガス自動車（」に、「同条第２項に規定するもの」を「施行規則附則第５条第２項に規定するも

のをいう。以下この条において同じ。）」に、「同条第３項に規定するものおよび」を「施行規

則附則第５条第３項に規定するものおよび」に改め、同項第１号中「平成７年３月31日」を「平

成９年３月３１日」に改め、同項第２号中「平成９年３月３１日」を「平成11年３月３１日」に改め、

同条第３項中「総務省令で定める許容限度」を「道路運送車両法第41条の規定により平成17年１０

月１日以降に適用されるべきものとして定められた自動車排出ガスに係る保安上または公害防止

その他の環境保全上の技術基準（以下この条において「排出ガス保安基準」という。）に定める

窒素酸化物の値で総務省令で定めるもの」に改め、同条第４項中「電気自動車等およびエネルギ

ー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の１０５を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素

酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えないもので施行規則附則第

５条の２第５項に規定するもの」を「次に掲げる自動車」に、「平成16年４月１日から平成17年

３月３１日まで」を「平成20年４月１日から平成21年３月３１日まで」に、「平成17年度分」を「平

成21年度分」に、「平成17年４月１日から平成18年３月３１日まで」を「平成21年４月１日から平

成22年３月３１日まで」に、「平成18年度分」を「平成22年度分」に改め、同項に次の各号を加え

る。

（１）電気自動車

（２）次に掲げる天然ガス自動車

ア道路運送車両法第40条第３号に規定する車両総重量（以下この号において「車両総重量」

という。）が３．５トン以下の天然ガス自動車のうち、同法第41条の規定により平成17年１０

月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定める

もの（以下この号において「平成17年天然ガス軽量車基準」という。）に適合し、かつ、

窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス軽量車基準に定める窒素酸化物の値の４分の１を

超えないもので総務省令で定めろもの

イ車両総重量が３．５トンを超える天然ガス自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定に
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より平成17年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総

務省令で定めるもの（以下この号において「平成17年天然ガス重量車基準」という。）に

適合し、かつ、窒素酸化物の排出量が平成17年天然ガス重量車基準に定める窒素酸化物の

値の10分の９を超えないもので総務省令で定めるもの

（３）エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率に100分の１２５を乗じて得た数値以上の自

動車のうち、窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化物排出許容限度の４分の１を超えない

もので総務省令で定めるもの

付則第10条の３第６項中「基準エネルギー消費効率以上」を「基準エネルギー消費効率に１００

分の１１５を乗じて得た数値以上」に改め、「およびエネルギー消費効率が基準エネルギー消費効

率に100分の１０５を乗じて得た数値以上の自動車のうち窒素酸化物の排出量が平成17年窒素酸化

物排出許容限度の２分の１を超えないもので同条第８項に規定するもの（第４項の規定の適用を

受ける自動車を除く。）」を削り、「平成16年４月１日から平成17年３月３１日まで」を「平成２０

年４月１日から平成21年３月３１日まで」に、「平成17年度分」を「平成21年度分」に、「平成１７

年４月１日から平成18年３月３１日まで」を「平成21年４月１日から平成22年３月３１日まで」に、

「平成18年度分」を「平成22年度分」に改める。

付則第11条第１項中「平成20年３月３１日」を「平成30年３月３１日」に改め、同条第５項中「平

成20年５月３１日」を「平成30年３月３１日」に改め、同条第６項中「100分の１２０」を「１００分の

125」に、「平成18年４月１日から平成20年５月３１日まで」を「滋賀県税条例の一部を改正する

条例（平成20年滋賀県条例第35号）の施行の日の翌日から平成22年３月３１日まで」に改め、同条

第７項中「100分の１１０」を「１００分の１１５」に、「平成18年４月１日から平成20年５月３１日ま

で」を「滋賀県税条例の一部を改正する条例（平成20年滋賀県条例第35号）の施行の日の翌日か

ら平成22年３月３１日まで」に改め、同条第９項を次のように改める。

９次に掲げる軽油自動車（軽油を内燃機関の燃料とする自動車をいう。以下この条において同

じ。）の取得（第２項から第４項まで、第６項または第７項の規定の適用がある場合の自動車

の取得を除く。）に対して課する自動車取得税の税率は、当該取得が滋賀県税条例の一部を改

正する条例（平成20年滋賀県条例第35号）の施行の日の翌日から平成22年３月３１日までの問に

行われたときに限り、第１１４条の４および第１項の規定にかかわらず、当該取得についてこの

項の規定の適用がないものとした場合に適用されるべき同条または第１項に定める率から、第

１号に掲げる軽油自動車にあっては１００分の２（当該取得が平成21年10月１日から平成22年３

月３１日までに行われた場合にあっては、100分の１）を、第２号に掲げる軽油自動車にあって

は１００分の２を、第３号に掲げる軽油自動車にあっては１００分の１（当該取得が平成21年10月

１日から平成22年３月３１日までに行われた場合にあっては、１００分の０．５）をそれぞれ控除し

た率とする。

（１）車両総重量が１２トンを超える軽油自動車のうち、道路運送車両法第41条の規定により平成

２１年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で総務省令で定
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めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上のもので総務

省令で定めるもの

（２）車両総重量が３．５トンを超え１２トン以下の軽油自動車のうち、道路運送車両法第41条の規

定により平成22年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準で

総務省令で定めるものに適合し、かつ、エネルギー消費効率が基準エネルギー消費効率以上

のもので総務省令で定めるもの

（３）車両総重量が３．５トン以下の軽油自動車で総務省令で定めるもののうち、道路運送車両法

第41条の規定により平成21年10月１日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス

保安基準で総務省令で定めるものに適合すろもの

付則第11条の２第２項中「平成20年３月３１日」を「平成30年３月３１日」に改める。

付則第11条の３の次に次の１条を加える。

（狩猟税の税率の特例）

第11条の４平成20年４月１日から平成25年３月３１日までの問に受ける狩猟者の登録であって次

に掲げる登録のいずれかに該当するものに係る狩猟税の税率は、第139条第１項の規定にかか

わらず、同項に規定する税率に２分の１を乗じた税率とする。

（１）対象鳥獣捕獲員（鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法

律（平成19年法律第１３４号）第９条第５項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。次号において同じ。）に係

る狩猟者の登録

（２）前号の狩猟者の登録（以下この号において「軽減税率適用登録」という。）を受けていた

者が対象鳥獣捕獲員でなくなった場合において、その者が当該軽減税率適用登録に係る狩猟

免許と同一の種類の狩猟免許について当該軽減税率適用登録の有効期間の範囲内の期間を有

効期間とする狩猟者の登録を受けるときにおける当該狩猟者の登録

付則第14条の２第２項中「および」を「ならびに」に、「に規定する支払われる金額（同項の

規定により同条第１項」を「ならびに第３7条の14の３第1項および第２項に規定する交付を受け

る金額（これらの規定により同法第37条の10第１項」に改める。

付則第14条の３第１項中「および第６項」を削り、「、第４項」を「および第４項」に改め、

同条第２項中「・第７項において同じ」を削り、同条第５項を次のように改める。

５第３項の規定の適用がある場合における付則第14条の２第１項から第３項までの規定の適用

については、同条第１項中「計算した金額（」とあるのは、「計算した金額（付則第14条の３

第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額とし、」とする。

付則第14条の３第６項および第７項を削る。

付則第16条第１項中「法人等（第29条第１項に規定する法人等をいう。以下この条において同

じ。）」を「法人」に改め、同条第２項中「第52条第２項第１号から第２号まで」を「第52条第

２項各号」に改め、同条第３項中「法人等」を「法人（第17条第４項において法人とみなされる
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ものを含む。以下この条において同じ。）」に改め、同条第４項から第６項までの規定中「法人

等」を「法人」に改める。

付則

（施行期日）

１この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める

日から施行する。

（１）付則第８条に５項を加える改正規定（同条第28項に係る部分に限る。）観光圏の整備に

よる観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成20年法律第39号）の施行の日

（２）付則第８条に５項を加える改正規定（同条第29項に係る部分に限る。）長期優良住宅の

普及の促進に関する法律（平成20年法律第号）の施行の日

（個人の県民税に関する経過措置）

２別段の定めがあるものを除き、改正後の滋賀県税条例（以下「新条例」という。）の規定中

個人の県民税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、平成

１９年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

３この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の滋賀県税条例（以下「旧条例」

という。）付則第14条の３第６項の県民税の所得割の納税義務者が同項に規定する払込みによ

り同項に規定する取得をした同項に規定する特定株式については、同項および同条第７項の規

定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第６項中「平成21年３月３１日」とある

のは「滋賀県税条例の一部を改正する条例（平成20年滋賀県条例第35号）の施行の日の前」と、

「租税特別措置法第37条の''第１項第１号に規定する金融商品取引業者」とあるのは「同法第

２条第９項に規定する金融商品取引業者（同法第28条第１項に規定する第１種金融商品取引業

を行う者に限る。）」とする。

４施行日から平成22年３月３１日までの問における新条例付則第14条の３第５項の規定の適用に

ついては、同項中「の規定の適用について」とあるのは「および第１4条の２の３の規定の適用

について」と、「同条第１項」とあるのは「付則第14条の２第１項」と、「とする」とあるの

は「と゛付則第14条の２の３第１項中「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（付則第

14条の３第３項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

（法人の県民税に関する経過措置）

５別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の県民税に関する部分は、平成20年４月

１日以後に開始する事業年度分の法人の県民税および同日以後に開始する連結事業年度分の法

人の県民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の県民税および同日前に開始

した連結事業年度分の法人の県民税については、なお従前の例による。

６１日条例第17条第１項第４号に規定する法人でない社団または財団に対して課する平成19年度

分までの法人の県民税の均等割については、なお従前の例による。

７新条例第29条の規定（同条第１項第１号アに掲げる法人に係る部分に限る。）は、平成20年
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度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し、地方税法等の一部を改正する法律

（平成20年法律第21号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第２２６号）第５２

条第２項第３号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割

については、なお従前の例による。

（不動産取得税に関する経過措置）

８別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、平成20年４月

１日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取

得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

９新条例第39条第２項の規定は、施行日の翌日（以下「適用日」という。）以後にされる同項

の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し、

適用日前にされた|日条例第39条第２項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人

鉄道建設・運輸施設整備支援機構または同項に規定する地方税法施行令（昭和25年政令第２４５

号）第36条の２の２第２項に定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡につ

いては、なお従前の例による。

１０新条例第39条の２第９項の規定は、適用日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得

税について適用し、林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法

（昭和54年法律第51号）第６条第１項第２号の規定により都道府県に対し貸し付けられる資金

を基礎として行われる資金の貸付けを受けて適用日前に不動産を取得した場合における当該不

動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

１１適用日前の|日条例第39条の12第１項第４号に該当する場合における当該土地の取得および旧

条例付則第８条第25項に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお

従前の例による。

（自動車税に関する経過措置）

１２新条例の規定中自動車税に関する部分は、平成20年度以後の年度分の自動車税について適用

し、平成19年度分までの自動車税については、なお従前の例による。

（自動車取得税に関する経過措置）

１３次項に定めるものを除き、新条例の規定中自動車取得税に関する部分は、施行日以後の自動

車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し、施行日前の自動車の取得に対して課

する自動車取得税については、なお従前の例による。

１４新条例付則第11条第１項の規定は、適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得

税の税率について適用し、適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率につい

ては、なお従前の例による。

（軽油引取税に関する経過措置）

１５新条例付則第11条の２第２項の規定は、適用日以後に滋賀県税条例第１１５条第１項もしくは

第２項に規定する軽油の引取り、同条第３項の燃料炭化水素油の販売、同条第４項の軽油もし
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<は燃料炭化水素油の販売、同条第５項の炭化水素油の消費もしくは同条例第１１６条第１項各

号の軽油の消費、譲渡もしくは輸入（以下この項において「軽油の引取り等」という。）が行

われた場合または適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第１１５条第６項の規定に

該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し、適用日前に軽油の

引取り等が行われた場合または適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当す

るに至った場合において課する軽油引取税の税率については、なお従前の例による。

（狩猟税に関する経過措置）

１６新条例付則第11条の４の規定は、平成20年４月１日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して

課すべき狩猟税について適用し、同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税につ

いては、なお従前の例による。


